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国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助

─
─
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
を
中
心
と
し
て
─
─

滝　
　

田　
　

賢　
　

治

　

は
じ
め
に

1　

国
際
社
会
の
対
日
経
済
援
助
─
─
ラ
ラ
物
資
と
ケ
ア
物
資
を
中
心
に

2　

ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助

　

お
わ
り
に
─
─
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
と
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
連
合
国
が
第
二
次
大
戦
終
結
直
後
に
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
旧
枢
軸
国
に
対
す
る
第
一
の
政
策
は
、
戦

争
犯
罪
人
の
摘
発
・
処
罰
と
賠
償
取
立
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
戦
勝
国
と
し
て
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
喫
緊
の
政
策
で
あ
っ
た
。

前
者
の
政
策
は
一
九
四
五
年
八
月
八
日
の
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判

（
四
五
年
一
一
月
二
〇
日
〜
四
六
年
一
〇
月
一
日
）
が
行
わ
れ
、
被
告
人
二
二
人
の
う
ち
ゲ
ー
リ
ン
グ
、
リ
ッ
ペ
ン
ト
ロ
ッ
プ
ら
一
二
名
が
絞
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首
刑
、
ヘ
ス
ら
三
名
が
終
身
刑
、
禁
固
刑
四
名
、
無
罪
三
名
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
日
本
に
関
し
て
は
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
＝
東
京
裁

判
：
四
六
年
五
月
三
日
〜
四
八
年
一
一
月
一
二
日
）
が
開
か
れ
、
被
告
人
二
八
名
の
う
ち
東
条
英
機
・
広
田
弘
毅
ら
七
名
が
絞
首
刑
、
木
戸
幸

一
・
梅
津
美
冶
郎
ら
一
六
名
が
終
身
刑
、
禁
固
刑
二
名
、
そ
の
他
三
名
（
訴
追
免
除
一
名
、
判
決
前
死
去
二
名
）
の
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の

他
三
名
を
除
く
二
五
名
が
い
わ
ゆ
る
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
軍
事
裁
判
は
、
従
来
の
戦
争
法
規
違
反
に
よ

る
戦
争
犯
罪
の
ほ
か
、
新
た
に
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
と
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
の
二
つ
を
加
え
た
戦
争
犯
罪
規
範
を
前
提
に
裁
か
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
法
の
大
前
提
で
あ
る
「
不
遡
及
の
原
則
」
に
違
反
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
勝
者
に
よ
る
敗
者
へ
の
報
復
的
裁

判
で
あ
り
、
不
当
で
あ
る
と
す
る
主
張
も
現
在
な
お
根
強
く
存
在
し
て
い
る
。

後
者
の
賠
償
取
立
て
に
関
し
て
は
、
第
一
次
大
戦
後
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
過
酷
な
賠
償
要
求
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
台
頭
を
許
し
た
と

い
う
主
張
が
イ
ギ
リ
ス
の
Ｊ
・
Ｍ
・
ケ
イ
ン
ズ
な
ど
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
賠
償
は
金
銭
賠
償
方
式
か
ら
実
物
賠
償
方
式
─
─
経
常
生
産

物
賠
償
・
設
備
賠
償
（
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ=

工
場
解
体
）・
在
外
資
産
の
処
分
─
─
へ
転
換
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
が
英
米
で
高
ま
り
、

実
際
こ
の
転
換
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
実
物
賠
償
は
ド
イ
ツ
ば
か
り
で
な
く
日
本
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（
（

。

こ
れ
ら
第
一
の
政
策
と
並
行
し
て
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
第
二
の
政
策
は
、
占
領
行
政
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
安
定

化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
占
領
の
コ
ス
ト
を
下
げ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
対
日
占
領
政
策
に
関
し
て
は
、
こ
の
観
点
か
ら
す
で

に
ア
メ
リ
カ
で
は
戦
争
末
期
に
占
領
政
策
の
大
原
則
が
大
き
く
転
換
し
て
い
た
。
対
日
直
接
統
治
と
天
皇
制
廃
止
と
い
う
方
針
が
、
間
接

統
治
と
天
皇
制
存
置
と
い
う
方
針
に
転
換
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
転
換
は
対
日
占
領
の
コ
ス
ト
を
大
き
く
下
げ
る
効
果
を
持
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
敗
戦
国
・
日
本
は
食
料
・
燃
料
を
は
じ
め
生
産
原
料
が
著
し
く
不
足
し
て
お
り
、
大
量
の
飢
餓
者
が
発
生
す
る

こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
頻
発
す
る
な
ど
社
会
不
安
が
広
ま
っ
て
い
た
。
敗
戦
国
・
ド
イ
ツ
も
日
本
と
同
じ
よ
う
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な
社
会
・
経
済
的
事
情
を
抱
え
て
い
た
。
敗
戦
国
・
日
独
ば
か
り
で
な
く
戦
勝
国
で
あ
っ
た
英
仏
を
含
む
西
欧
諸
国
や
ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル

コ
も
食
料
・
燃
料
不
足
に
苦
し
み
社
会
不
安
が
深
刻
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
諸
国
に
援
助
を
行
え
る
国
家
は
ア
メ
リ
カ
を
お
い
て
他
に

な
く
、
ア
メ
リ
カ
は
占
領
行
政
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
も
価
値
観
を
共
有
す
る
西
欧
諸
国
の
経
済
的
苦
境
を
救
う
た
め
に
も
マ
ー
シ
ャ

ル
・
プ
ラ
ン
を
実
行
に
移
し
、
日
本
な
ど
に
対
し
て
は
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
を
行
っ
て
い
っ
た）（
（

。

マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
と
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
は
、
当
初
は
占
領
国
の
行
政
を
安
定
化
さ
せ
、
ま
た
社
会
不
安
に
よ
る
西
欧
諸
国
の
共

産
化
を
予
防
す
る
た
め
に
供
与
さ
れ
た
が
、
一
九
四
七
年
以
降
、
米
ソ
間
の
緊
張
が
高
ま
り
冷
戦
状
況
が
発
生
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
よ

る
援
助
は
こ
れ
ら
諸
国
・
地
域
を
共
産
主
義
へ
の
防
壁
に
す
る
コ
ス
ト
と
い
う
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
。

1　

国
際
社
会
の
対
日
経
済
援
助
─
─
ラ
ラ
物
資
と
ケ
ア
物
資
を
中
心
に

敗
戦
直
後
の
日
本
で
は
冷
害
や
水
害
に
加
え
て
海
外
植
民
地
や
戦
場
か
ら
の
大
量
帰
還
者
に
よ
る
急
激
な
人
口
増
加
に
よ
り
食
料
不
足

が
深
刻
に
な
り
、
日
本
政
府
は
貿
易
を
管
理
統
制
し
て
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
食
料
輸
入
を
許
可
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
食
料
が

輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
四
六
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
食
料
不
足
が
徐
々
に
緩
和
し
て
い
っ
た
も
の
の
、
燃
料
や
原
材

料
不
足
に
よ
り
消
費
財
も
耐
久
財
も
生
産
性
が
上
が
ら
ず
戦
後
復
興
へ
の
基
礎
的
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
が
社
会
不
安
を
緩
和
し
、
占
領

行
政
を
成
功
さ
せ
る
鍵
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
は
認
識
さ
れ
て
い
た
。

一
九
四
六
年
春
か
ら
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
特
命
を
受
け
ア
ジ
ア
各
地
の
食
料
事
情
を
視
察
し
て
い
た
元
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ハ
ー
バ
ー

ト
・
フ
ー
バ
ー
は
五
月
に
来
日
し
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
で
報
道
さ
れ
て
い
た
日
本
の
極
端
な
食
料
不
足
や
飢
餓
者
の
存
在
は
認
識
し
て
い
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た
も
の
の
、
そ
の
現
実
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
食
料
の
緊
急
輸
入
と
学
校
給
食
制
度
の
導
入
を
強
く
進
言
し
た
。
同
じ
敗

戦
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
は
飢
餓
者
が
出
て
い
な
い
の
に
日
本
で
飢
餓
者
が
増
大
す
れ
ば
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
「
支
配
」
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
不

名
誉
と
な
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
フ
ー
バ
ー
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
共
和
党
の
次
期
大
統
領
候
補
と
し
て
期
待
し
て
お
り
、

飢
餓
に
苦
し
む
日
本
人
、
と
り
わ
け
子
供
た
ち
へ
の
人
道
支
援
が
ア
メ
リ
カ
で
報
道
さ
れ
れ
ば
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
評
価
を
高
め
る
と
計
算

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
食
料
問
題
責
任
者
の
一
人
で
あ
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
公
衆
衛
生
・
福
祉
局
長
の
サ
ム
ス
大
佐
（
後
、
准
将
で
軍
医
）
は
、
フ
ー

バ
ー
の
提
案
に
基
づ
き
具
体
案
を
ま
と
め
て
い
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
小
麦
や
脱
脂
粉
乳
の
輸
入
で
あ
り
、
当
時
貿
易
を

統
制
管
理
し
て
い
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
大
幅
譲
歩
を
取
り
付
け
実
現
し
学
校
給
食
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る）（
（

。
こ
れ
ら
の
援
助
は
ま
さ
に

緊
急
援
助
で
あ
り
、
戦
後
初
期
の
中
期
に
わ
た
る
援
助
は
、
次
に
列
挙
す
る
ア
メ
リ
カ
や
国
際
社
会
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

戦
後
初
期
の
段
階
で
日
本
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
受
け
た
経
済
援
助
の
中
心
は
、
次
節
で
検
討
す
る
ガ
リ
オ
ア
援
助
（GA

RIO
A

= 

Governm
ent A

ppropriation for Relief in O
ccupied A

rea Fund

：
占
領
地
域
救
済
政
府
基
金
）
と
エ
ロ
ア
援
助
（ERO

A
=Econom

ic 

Rehabilitation in O
ccupied A

rea Fund

：
占
領
地
域
経
済
復
興
基
金
）
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
よ
り
広
く
国
際
社
会
か
ら
ラ
ラ

（LA
RA

=Licensed A
gencies for Relief in A

sia

：
ア
ジ
ア
救
援
公
認
団
体
）
物
資
援
助
、
ケ
ア
（CA

RE= Cooperative for A
m

erican 

Rem
ittance to Europe

：
対
欧
送
金
協
議
会
、
一
九
五
二
年
以
降
はCooperative for A

ssistance and Relief Everyw
here

：
海
外
援
助
救
援
協

議
会
）
物
資
援
助
、
ユ
ニ
セ
フ
物
資
援
助
な
ど
海
外
か
ら
の
援
助
を
受
け
た
。
こ
れ
ら
の
物
資
援
助
以
外
に
、
枢
軸
国
に
侵
略
さ
れ
た
諸

国
に
対
す
る
救
済
援
助
を
行
う
た
め
に
設
立
さ
れ
た
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｒ
Ａ
（U

nited N
ations Relief and Rehabilitation A

dm
inistration

：
連
合

国
救
済
復
興
機
関
）
に
よ
る
物
資
援
助
が
あ
っ
た
。
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｒ
Ａ
の
対
象
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
東
欧
諸
国
、
ア
ジ
ア
で
は
中
国
、
朝
鮮
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
旧
枢
軸
国
の
う
ち
イ
タ
リ
ア
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
対
象
に
し
た
が
、
日
独
両
国
は
対
象
と
は
な
ら
な
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か
っ
た）（
（

。
表
1
　
国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
援
助
の
種
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ラ
ラ
物
資
援
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ケ
ア
物
資
援
助

国
際
社
会
か
ら
の
援
助　
　
　

ユ
ニ
セ
フ
物
資
援
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｒ
Ａ
は
適
用
さ
れ
ず
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
講
和
後
：
世
界
銀
行
借
款
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

プ
レ
・
ガ
リ
オ
ア
援
助
→
ガ
リ
オ
ア
援
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ
ロ
ア
援
助　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 「
見
返
資
金
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
軍
払
下
げ
物
資
援
助　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

繰
り
入
れ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
要
産
業
労
務
者
用
報
奨
物
資
援
助
（
食
料
・
衣
料
・
医
薬
品
）

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助　
　
　

綿
花
借
款

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
占
領
日
本
輸
出
入
回
転
基
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
然
繊
維
回
転
基
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
講
和
後
：
ワ
シ
ン
ト
ン
輸
出
入
銀
行
借
款
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
講
和
後
：
相
互
安
全
保
障
法
［
Ｍ
Ｓ
Ａ
］
援
助
、
余
剰
農
産
物
処
理
法
［
Ｐ
Ｌ
４
８
０
］
援
助
）
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【
関
連
年
表
】　
国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
援
助　

　
一
九
四
五
年　

九
月　

初
旬　
　

米
国
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
設
置

　　
　
　
　
　

一
一
月　
　
　
　
　

Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
設
立
（
ワ
シ
ン
ト
Ｄ
Ｃ
）

　　
　
　
　
　

一
二
月　
　
　
　
　

プ
レ
・
ガ
リ
オ
ア
援
助
、
開
始　

　　
　
　
　
　

一
二
月
一
五
日 　
　

日
本
、
貿
易
庁
設
置
（
〜
四
九
年
五
月
二
五
日
）
←
Ｇ
Ｈ
Ｑ
管
理
下

　
一
九
四
六
年　

七
月　

一
日　
　

ガ
リ
オ
ア
援
助
、
開
始
（
〜
五
一
年
六
月
）

　　
　
　
　
　

一
一
月　
　
　
　
　

ラ
ラ
物
資
援
助
（
〜
五
二
年
六
月
）、「
貿
易
資
金
特
別
会
計
」
設
置

　
一
九
四
七
年　

五
月
二
二
日　
　

貿
易
庁
の
下
部
組
織
と
し
て
貿
易
公
団
設
置
（
〜
五
一
年
一
月
三
一
日
）

　　
　
　
　
　
　

五
月
二
二
日　
　

米
国
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
援
助
法

　
　
　
　
　
　
（
六
月　

七
日　
　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
、
発
表
）

　　
　
　
　
　
　

七
月
二
二
日　
　

Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
─

３
８
１
文
書
「
日
本
経
済
の
復
興
」
を
強
調

　　
　
　
　
　
　

八
月
一
五
日　
　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
、
制
限
付
き
貿
易
再
開
を
許
可　
　
　
　

　　
　
　
　
　

一
一
月　
　
　
　
　

Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
、
対
日
援
助
、
開
始
（
〜
五
二
年
三
月
）

　　
　
　
　
　

一
二
月
一
七
日　
　

米
国
、
一
九
四
七
年
対
外
援
助
法
→
中
間
援
助

　
一
九
四
八
年　

一
月　
　
　
　
　

米
国
、
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
の
返
還
を
要
求

　
　
　
　
　
　
（
四
月　

二
日　
　

米
国
、
一
九
四
八
年
対
外
援
助
法
、
成
立
→
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
実
施
へ
）

　
　
　
　
　
　
（
四
月　

三
日　
　

米
国
、
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
、
開
始
（
〜
五
一
年
一
二
月
））
一
九
五
二
年

　
　
　
　
　
　
（
四
月　

六
日　
　

米
国
、
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
実
施
機
関
と
し
て
経
済
協
力
局
（
Ｅ
Ａ
Ｃ
）
設
置
）

　　
　
　
　
　
　

七
月　

一
日　
　

エ
ロ
ア
援
助
、
開
始
（
〜
五
一
年
六
月
）

　
　
　
　
　
　
（
七
月　
　
　
　
　

米
・
西
独
、「
見
返
資
金
」
に
関
し
て
協
定
）

　　
　
　
　
　

一
〇
月　

七
日　
　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
１
３
─

２
「
米
国
の
対
日
政
策
に
関
す
る
勧
告
」

　　
　
　
　
　

一
二
月　
　
　
　
　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
指
令
「
経
済
安
定
化
計
画
と
日
本
の
世
界
市
場
へ
の
統
合
を
保
証
す
る
円
ド
ル
単
一
為
替
レ
ー
ト
を
設
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
き
」



三
二
一

国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助
（
滝
田
）

　　
　
　
　
　

一
二
月
一
〇
日　
　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
「
経
済
安
定
九
原
則
」
伝
達

　
一
九
四
九
年　

三
月　

七
日　
　

ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
「
経
済
安
定
九
原
則
に
つ
い
て
の
声
明
」

　　
　
　
　
　
　

四
月
二
五
日　
　

一
ド
ル
＝
三
六
〇
円
の
単
一
為
替
レ
ー
ト
、
実
施

　　
　
　
　
　
　

四
月
三
〇
日　
　

米
国
対
日
援
助
見
返
資
金
特
別
会
計
法
（
法
律
第
四
〇
号
）（
五
三
年
七
月
廃
止
）
→
「
見
返
資
金
」
設
定

　　
　
　
　
　

一
二
月　

一
日　
　

外
為
法
（
→
貿
易
と
為
替
に
つ
い
て
の
管
理
権
を
日
本
に
移
管
）

　
一
九
五
一
年　

九
月　

八
日　
　

対
日
講
和
条
約
署
名
（
→
五
二
年
四
月
二
八
日
発
効=

占
領
、
終
結
）

　
一
九
五
二
年　

八
月
一
三
日　
　

日
本
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
世
界
銀
行
に
加
盟

　
一
九
五
五
年　

九
月
一
〇
日　
　

日
本
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
に
加
盟

ラ
ラ
物
資
援
助
に
つ
い
て
の
研
究
は
極
め
て
少
な
く
、
唯
一
と
い
っ
て
い
い
包
括
的
な
研
究
は
多
々
良
紀
夫
の
『
救
援
物
資
は
太
平
洋

を
越
え
て
─
─
戦
後
日
本
と
ラ
ラ
の
活
動
』）

（
（

で
あ
り
、
こ
れ
に
二
至
村
菁
『
日
本
人
の
命
を
守
っ
た
男
』、
奥
須
磨
子
「
ラ
ラ
物
資
の
は

な
し
」
と
岩
崎
美
智
子
「「
ラ
ラ
」
の
記
憶
」）

（
（

な
ど
に
加
え
て
、
厚
生
省
児
童
局
の
現
況
記
録
や
外
務
省
の
外
交
記
録
を
参
考
に
し
て
ラ

ラ
援
助
の
概
要
を
検
討
す
る
。

ラ
ラ
（
ア
ジ
ア
救
援
公
認
団
体
）
は
日
米
時
事
新
聞
社
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
）
の
創
設
者
で
あ
る
浅
野
七
之
助
が
、
強
制
収
容
所
か
ら
帰

還
し
た
直
後
の
一
九
四
五
年
九
月
に
組
織
し
た
日
本
難
民
救
済
会
を
母
体
に
し
て
設
立
さ
れ
、一
九
四
六
年
一
一
月
か
ら
五
二
年
六
月
（
三

月
や
一
一
月
と
い
う
説
も
あ
る
）
ま
で
の
期
間
に
敗
戦
後
の
疲
弊
し
た
日
本
に
食
料
・
衣
料
品
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
ラ
ラ
物
資
援
助
を

行
っ
た
。
こ
の
ラ
ラ
が
、
反
日
感
情
が
強
か
っ
た
時
代
に
公
認
さ
れ
る
た
め
に
協
力
し
た
の
が
キ
リ
ス
ト
教
会
や
キ
リ
ス
ト
教
関
連
団
体

あ
る
い
は
労
働
組
合
な
ど
ア
メ
リ
カ
の
一
三
の
諸
団
体
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
、
米
国
フ
レ
ン
ズ
奉
仕
団
、
カ
ト
リ
ッ
ク
戦

後
救
済
奉
仕
団
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス
奉
仕
委
員
会
、
兄
弟
奉
仕
会
、
教
会
世
界
奉
仕
団
、
米
国
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
、
ル
ー
テ
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二
二

ル
教
会
世
界
救
援
団
、
メ
ノ
ナ
イ
ト
中
央
委
員
会
、
救
世
軍
、
米
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
、
米
国
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
奉
仕
委
員
会
で
あ
っ

た
）
（
（

。
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
政
府
か
ら
公
認
を
取
り
付
け
る
上
で
献
身
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
東
京
フ
レ
ン
ズ
女
学
校
（
現
、
普
連
土

学
園
）
の
教
師
と
し
て
滞
日
経
験
の
あ
っ
た
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
教
徒
の
エ
ス
タ
ー
・
Ｂ
・
ロ
ー
ズ
女
史
（E. B. Rhoads

）
で
あ
り
、
戦
後
に

再
来
日
し
ラ
ラ
代
表
の
一
人
と
し
て
ラ
ラ
物
資
の
拡
大
と
正
確
・
公
平
な
配
分
を
実
現
す
る
た
め
に
奔
走
し
た
。

日
本
で
は
厚
生
省
社
会
局
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
公
衆
衛
生
・
社
会
福
祉
部
の
監
督
の
下
に
配
給
業
務
を
行
っ
た
。
こ
の
厚
生
省
社
会
局
と
密
接

に
連
絡
を
と
り
つ
つ
、
海
外
か
ら
の
物
資
調
達
、
日
本
で
の
物
資
割
り
当
て
・
配
分
の
方
針
や
計
画
立
案
、
社
会
事
情
や
施
設
事
情
の
調

査
、
輸
送
計
画
立
案
、
在
米
寄
贈
団
体
へ
の
報
告
書
の
提
出
な
ど
を
遂
行
し
た
組
織
が
ラ
ラ
物
資
中
央
委
員
会
で
あ
っ
た
。
前
述
の
ロ
ー

ズ
女
史
（
米
国
フ
レ
ン
ド
奉
仕
団
）、
バ
ッ
ト
博
士
（
教
会
世
界
奉
仕
団
）、
フ
ェ
ル
セ
ッ
カ
ー
神
父
（
米
国
カ
ト
リ
ッ
ク
戦
時
救
済
奉
仕
団
）
の
三

人
が
ラ
ラ
の
共
同
代
表
と
な
り
、
こ
れ
ら
三
人
を
含
む
八
名
の
ラ
ラ
委
員
と
、
日
本
側
の
中
央
委
員
三
二
名
（
社
会
事
業
家
や
国
際
事
情
に

詳
し
い
実
務
家
、
厚
生
省
の
官
僚
を
含
む
）
か
ら
ラ
ラ
物
資
中
央
委
員
会
は
構
成
さ
れ
て
い
た）（
（

。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
牧
師
を
し
て
い
る
杉
村

宰
は
、「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
（
こ
の
活
動
を
）
ラ
ラ
物
資
の
分
配
方
法
に
お
い
て
不
公
平
な
と
こ
ろ
が
な
く
、
徳
性
と
博
愛
主
義
を
発
揮
し

た
救
済
事
業
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）（
（

。
公
認
を
受
け
た
効
果
も
あ
り
、
援
助
物
資
を
提
供
す
る
国
民
は

ア
メ
リ
カ
国
民
ば
か
り
で
な
く
、
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ペ
ル
ー
な
ど
西
半
球
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。

四
六
年
か
ら
五
二
年
ま
で
に
日
本
に
送
ら
れ
た
物
資
は
重
量
に
す
る
と
一
六
二
〇
八
万
ト
ン
で
、
そ
の
内
訳
は
食
料
七
五
・
三
％
、
衣

料
品
一
七
・
五
％
、
靴
二
・
〇
％
、
医
薬
品
〇
・
五
％
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
だ
け
で
九
五
・
三
％
を
占
め
て
い
た）（（
（

。
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く

西
半
球
の
国
々
か
ら
も
提
供
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
政
治
的
判
断
に
よ
り
ラ
ラ
物
資
は
ア
メ
リ
カ
国
民
か
ら
の
援
助
物
資
と
し
て
日

本
国
民
に
は
説
明
さ
れ
、
輸
送
船
の
費
用
は
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
政
府
が
負
担
し
て
い
た
。
救
援
総
額
は
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
強
と
い
う
数
字



三
二
三

国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助
（
滝
田
）

も
散
見
さ
れ
る
が
正
確
な
数
字
は
不
明
で
あ
り
、
前
述
の
総
ト
ン
数
か
ら
推
定
す
る
と
当
時
の
実
勢
金
額
で
約
四
〇
〇
億
円
と
い
う
説

が
有
力
で
あ
る
。
ま
た
一
ド
ル
＝
三
六
〇
円
と
い
う
単
一
固
定
レ
ー
ト
が
決
定
す
る
の
は
一
九
四
九
年
四
月
二
五
日
で
あ
り
、
そ
れ
以

前
は
複
数
レ
ー
ト
で
あ
っ
た
た
め
、
た
と
え
総
額
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
と
い
っ
て
も
単
純
に
円
に
は
換
算
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も

一
九
四
六
年
か
ら
五
二
年
の
間
に
、
飢
餓
に
苦
し
む
日
本
人
の
六
人
に
一
人
、
す
な
わ
ち
総
計
一
四
〇
〇
万
人
以
上
が
こ
の
援
助
に
よ
り

命
を
つ
な
い
だ
と
い
え
よ
う
。

ケ
ア
物
資
援
助
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
人
道
支
援
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
が
、
一
九
四
七

年
一
一
月
か
ら
五
二
年
三
月
ま
で
日
本
に
も
行
っ
た
援
助
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
終
結
三
ヶ
月
後
の
一
九
四
五
年
一
一
月
二
七
日
に
ア
メ

リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
設
立
さ
れ
た
の
が
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ（Cooperative for A

m
erican Rem

ittance to Europe

：
対
欧
送
金
協
議
会
）で
あ
り
、

二
二
の
慈
善
団
体
が
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
苦
境
を
救
済
す
る
た
め
に
送
金
を
行
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
で
は
一
九
四
八
年
に
初
め

て
日
本
に
事
務
所
を
開
設
し
た
が
、
そ
の
前
年
の
四
七
年
一
一
月
か
ら
対
日
援
助
を
開
始
し
五
二
年
三
月
ま
で
に
援
助
総
額
は
当
時
の
実

勢
価
格
で
約
五
億
三
〇
〇
〇
万
円
に
達
し
た
。
援
助
対
象
は
主
と
し
て
学
童
・
青
少
年
で
、
食
料
（
全
脂
粉
乳
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
・
小
麦
粉
・

砂
糖
・
缶
詰
な
ど
）、
衣
料
品
（
木
綿
地
シ
ー
ツ
・
シ
ャ
ツ
・
毛
布
な
ど
）、
医
薬
品
、
学
用
品
な
ど
を
無
償
で
配
布
し
た
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
は
設
立

五
年
で
解
体
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
四
九
年
に
援
助
対
象
地
域
を
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
拡
大
し
て
活

動
継
続
を
決
定
し
、
一
九
五
二
年
に
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
の
略
称
を
使
い
つ
つ
、
正
式
に
は
海
外
援
助
救
援
協
議
会
（Cooperative for A

m
erican 

Relief for Everyw
here

）
と
し
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る）（（
（

。
ラ
ラ
物
資
援
助
と
と
も
に
戦
後
初
期
か
ら
日
本
の
独
立
期
ま
で
、
日
本
人
、

と
り
わ
け
社
会
的
弱
者
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
資
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ラ
ラ
物
資
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の
費
用
で
行
わ
れ
た
が
、

ケ
ア
物
資
の
海
上
輸
送
に
は
ア
メ
リ
カ
政
府
が
様
々
な
形
で
関
与
し
て
お
り
、
両
援
助
と
も
民
間
ベ
ー
ス
で
行
わ
れ
た
と
は
い
え
ア
メ
リ



三
二
四

カ
政
府
の
承
認
と
協
力
に
よ
り
行
わ
れ
た
国
策
的
政
策
の
強
い
援
助
と
い
え
る
。

国
際
連
合
─
─T

he U
nited N

ations

は
文
字
通
り
「
連
合
国
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
敵
国
連
合
を
意
味
し
た

た
め
に
、
ま
だ
戦
争
中
で
あ
っ
た
一
九
四
五
年
春
の
段
階
で
外
務
省
が
国
連
憲
章
（
厳
密
に
は
連
合
国
憲
章
）
を
翻
訳
す
る
際
に
、
戦
前
の

国
際
連
盟
に
な
ぞ
ら
え
て
国
際
連
合
と
訳
し
た
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
─
─
傘
下
の
機
関
か
ら
の
救
済
援
助
と
し
て
創
設
さ
れ
た
Ｕ
Ｎ

Ｒ
Ｒ
Ａ
物
資
（U

nited N
ations Relief and Rehabilitation A

dm
inistration

：
連
合
国
救
済
復
興
機
関
）
（（
（

）
は
旧
敵
国
で
あ
る
日
独
に
は
提
供
さ

れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
ユ
ニ
セ
フ
（U

N
ICEF

：
国
際
連
合
児
童
基
金
）
（（
（

）
は
一
九
四
九
年
か
ら
日
本
に
対
し
て
も
物
資
の
供
給
を
行
う
と
と

も
に
、
厚
生
省
と
協
力
し
て
衛
生
・
栄
養
の
知
識
普
及
に
貢
献
し
た
。
ユ
ニ
セ
フ
物
資
は
戦
後
日
本
の
幼
児
童
に
不
足
し
て
い
た
動
物
性

蛋
白
質
を
補
給
す
る
た
め
の
脱
脂
粉
乳
や
全
乳
を
中
心
に
、
原
綿
（
寝
具
・
衣
料
用
）、
医
薬
品
な
ど
彼
ら
の
健
康
維
持
を
目
的
と
し
た
も

の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
一
九
四
九
年
一
一
月
〜
五
〇
年
一
二
月
の
間
、
ユ
ニ
セ
フ
駐
日
事
務
局
長
で
あ
っ
た
ス
ト
レ
ー
ラ
ー
女
史
の
指
導

の
下
に
、
全
国
一
二
の
都
市
の
三
八
ヵ
所
の
保
育
所
に
粉
ミ
ル
ク
を
使
っ
た
給
食
を
実
施
し
た
。
さ
ら
に
五
〇
年
四
月
下
旬
か
ら
は
、
結

核
療
養
所
や
少
年
院
な
ど
で
一
日
一
人
五
〇
ｇ
の
基
準
で
脱
脂
粉
乳
を
一
年
間
配
給
し
た）（（
（

。

2　

ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助

ア
メ
リ
カ
軍
の
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
と
全
国
的
規
模
で
の
無
差
別
大
量
爆
撃
に
よ
り
焦
土
と
化
し
た
日
本
で
は
、
深
刻
な
食
料

不
足
は
も
と
よ
り
医
薬
品
、
燃
料
な
ど
直
近
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
資
が
不
足
し
て
い
た
。
こ
の
物
資
不
足
に
起
因
し
た
社
会
不
安
が
広

ま
る
中
で
、
日
本
政
府
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
緊
急
輸
入
を
許
可
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
そ
こ
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
占
領
行
政
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
も
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「
必
需
物
資
の
輸
入
に
関
す
る
覚
書
」（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
／
１
１
０
）
を
発
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
監
督
の
下
で
の
緊
急
輸
入
を
承
認
し
た
。
そ
れ
は

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
一
一
項
と
「
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
の
初
期
対
日
方
針
」
第
四
部
に
も
明
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
再
軍
備
に
つ
な
が

ら
な
い
産
業
再
生
の
た
め
の
原
料
を
日
本
が
入
手
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
連
合
国
と
ア
メ
リ
カ
の
方
針
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
／
１
１
０
に
基
づ
き
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
日
本
政
府
に
貿
易
庁
の
設
置
を
認
め
、
こ
の
貿
易
庁
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
監
督
下
で
援

助
物
資
取
扱
い
業
務
を
開
始
し
た
。
こ
の
貿
易
庁
は
商
工
省
の
外
局
と
し
て
設
置
さ
れ（
一
九
四
五
年
一
二
月
一
五
日
〜
四
九
年
五
月
二
五
日
）、

貿
易
庁
管
轄
下
で
設
立
さ
れ
た
貿
易
公
団
（
四
七
年
五
月
二
二
日
〜
五
一
年
一
月
三
一
日
）
が
実
務
を
行
っ
た
。

貿
易
庁
が
設
立
さ
れ
た
一
九
四
五
年
一
二
月
段
階
で
は
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
の
一
九
四
六
会
計
年
度
予
算
（
一
九
四
五
年
七
月
一
日
〜

四
六
年
六
月
三
〇
日
）
が
執
行
さ
れ
て
い
た
た
め
、
対
日
緊
急
援
助
は
陸
軍
省
の
軍
事
費
余
剰
か
ら
支
出
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
部
分
の
援

助
（
九
二
六
〇
万
ド
ル
）
は
プ
レ
・
ガ
リ
オ
ア
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
九
四
七
会
計
年
度
（
一
九
四
六
年
七
月
一
日
〜
四
七
年
六
月
三
〇

日
）
の
陸
軍
省
予
算
に
正
式
に
組
み
込
ま
れ
た
ガ
リ
オ
ア
基
金
（GA

RIO
A

=Governm
ent A

ppropriation for Relief in O
ccupied A

rea 

Fund

：
占
領
地
域
救
済
政
府
基
金
）
に
基
づ
く
ガ
リ
オ
ア
援
助
は
、
旧
敵
国
で
あ
っ
た
日
本
、
ド
イ
ツ
（
西
ド
イ
ツ
地
域
）
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア

ば
か
り
で
な
く
例
外
的
に
朝
鮮
半
島
も
対
象
と
さ
れ
、
飢
餓
や
疾
病
の
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め
の
食
料
・
燃
料
・
肥
料
・
医
薬
品
な
ど
生

活
必
需
品
が
供
給
さ
れ
た
。
一
九
五
一
会
計
年
度
に
西
ド
イ
ツ
・
朝
鮮
援
助
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
を
対
象
と
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
を

管
轄
す
る
大
統
領
直
属
の
Ｅ
Ｃ
Ａ（Econom

ic Cooperation A
dm

inistration

：
経
済
協
力
局
）の
管
理
下
に
置
か
れ
、ガ
リ
オ
ア
援
助
は
日
本
・

琉
球
以
外
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
再
教
育
費
の
み
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
ガ
リ
オ
ア
援
助
は
、
プ
レ
・
ガ
リ
オ
ア
を
含
め
る
と
一
九
四
五
年

一
二
月
か
ら
五
一
年
六
月
ま
で
の
五
年
半
の
間
に
日
本
に
供
与
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
公
的
援
助
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
五
年
半

に
供
与
さ
れ
た
ガ
リ
オ
ア
援
助
は
、
約
一
五
億
七
七
四
〇
万
ド
ル
で
あ
っ
た
（
表
2
）。
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ガ
リ
オ
ア
援
助
が
人
道
的
救
済
援
助
の
性
格
を
色
濃
く
持
つ
の

に
対
し
て
、
一
九
四
九
会
計
年
度
（
一
九
四
八
年
七
月
一
日
〜
四
九

年
六
月
三
〇
日
）
か
ら
設
定
さ
れ
た
同
じ
陸
軍
省
予
算
に
よ
る
エ
ロ

ア
基
金
（Econom

ic Rehabilitation in O
ccupied A

rea Fund

：
占

領
地
域
経
済
復
興
基
金
）
に
基
づ
く
エ
ロ
ア
援
助
は
占
領
地
の
経
済

復
興
を
目
的
に
、
石
油
、
綿
花
、
肥
料
な
ど
の
工
業
原
料
と
機
械

類
な
ど
の
資
本
財
を
提
供
す
る
援
助
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
種
類

の
対
日
援
助
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
が
、
一
九
五
一
会
計
年
度

か
ら
は
エ
ロ
ア
援
助
に
含
ま
れ
て
い
た
項
目
が
ガ
リ
オ
ア
援
助
に

も
含
ま
れ
、
両
者
の
区
別
は
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
た
。
表
3
に

見
る
よ
う
に
、
五
一
会
計
年
度
以
前
で
見
る
と
エ
ロ
ア
援
助
が
開

始
さ
れ
る
以
前
と
以
後
で
は
、
食
料
援
助
と
（
食
料
生
産
の
た
め
の
）

肥
料
援
助
が
大
幅
に
減
少
し
日
本
の
食
料
事
情
が
改
善
し
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。
と
同
時
に
以
前
に
は
な
か
っ
た
綿
花
援
助
が
始

ま
る
と
と
も
に
油
糧
（
油
脂
原
料
や
油
カ
ス
）
援
助
が
急
増
し
、
工

業
原
料
へ
の
需
要
が
高
ま
り
経
済
復
興
の
兆
し
が
見
え
て
き
た
こ

と
が
窺
え
る
。
ま
た
表
4
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
全
体
の
輸
入

表 2　占領期（1945 年 9 月〜 51 年 6 月）アメリカの対日援助費
       （単位：（,000 ドル）

アメリカ会計年度 占領地行政費
対日援助 合　　計

ガリオア エロア 小　計

（（（（ 〜 （（ 年（（（. （ 〜 （（. （） ─ （（,（（（ ─ （（,（（（ （（,（（（

（（（（ 年         （（（. （ 〜 （（. （） （（,（（（ （（（,（（（ ─ （（（,（（（ （00,00（

（（（（ 年         （（（. （ 〜 （（. （） （（,（（（ （（（,（0（ ─ （（（,（0（ （（0,（（（

（（（（ 年         （（（. （ 〜 （（. （） （（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（（,（（（ （（（,（0（

（（（0 年         （（（. （ 〜 （0. （） （（,（（（ （（（,（（（ （（（,0（（ （（（,（（（ （（（,（0（

（（（（ 年         （（0. （ 〜 （（. （） （（,0（（ （（（,（（（ ─ （（（,（（（ （（（,（（（

累　　　計 （（,0（（ （,（（（,（（（ （（（,（（（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（

原典・注：（,000 ドル未満、四捨五入、（（（（ ─ （（ 年度は陸軍省予算残余額による対日援助費、（（ ─
（（ 年度は実際支出額、（（ ─ （0 年度は支出負担行為額、（（ 年度は予算割当額。

原典：高石末吉『覚書終戦財政始末』第 （（ 巻、（（ 頁（原資料：SCAP 経済科学局統計）。
出所：立脇和夫「占領期日本の対外経済関係と外国為替銀行（上）」『早稲田商学』第 （（（ 号、

（（（（ 年 （（ 月、（（ 頁。
筆者注：占領地行政費の累計は、本表では （（,（（（ となっているが、合計すると実際には （（,0（（ で

ある。また （（（（ 会計年度の合計は （（0,（（（、累計の合計数も （,（（（,（（（ と修正してある。
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表 3　ガリオア・エロア物資による対日援助
       （単位：百万ドル）

年　度 総　額 小麦・小麦粉 その他食料 油　糧 綿　花 肥　料 石　油

（（（（ （.（ （.（ （.（ ─ ─ ─ （.（

（（（（ （（（.（ （（.（ （（.（ 0 ─ （0.（ （（.（

（（（（ （（（.（ （0（.（ （（（.（ （.（ ─ （0.（ （（.（

（（（（ （（（.（ （（（.0 （（（.（ （.（ ─ （（.（ （（.（

小　計 （（（.（ （（（.（ （（（.（ （0.（ ─ （0（.（ （0.（

（（（（ （（0.（ （（（.（ （（.0 （（.（ （（.（ （（.（ （（.（

（（（0 （（（.（ （（.（ （（.（ （（.0 （（（.（ （（.（ （（.（

（（（（ （（（.（ （（.（ （（.（ （.（ （（.（ 0.（ （.（

小　計 （（（.（ （（（.0 （（.（ （（.（ （（0.（ （（.（ （（.（

合　計 （,（（（.（ （（（.（ （（0.（ （（.（ （（（.（ （（（.（ （（（.（

出所：大蔵省財政史室編『昭和財政史─終戦から講和まで─（史料 （）』第 （（ 巻、東洋経済新報
社、（（（ 〜 （（（ 頁。

表 4　対日援助と輸入総額との関係
       （単位：百万ドル）

年　度 輸入総額 援助輸入額 比　率

（（（（ 〜 （（ （0（ （（（ （（％

（（（（  （（（  （0（  （（％

（（（（  （（（ （（（  （（％

（（（（  （0（ （（（  （（％

（（（0 （（（ （（（  （（％

（（（（ （,（（（ （（（ （％

合　計 （,（0（ （,（（0 （（％

注：（（（（ 年は （ 〜 （（ 月の合計    （原典）大蔵省理財局見返資金課『見
返資金の記録』。

出所：三和良一・原朗編『近現代日本経済史要覧（補訂版）』東京大学
出版会、（0（0 年、（（（ 頁。

筆者注：年度は暦年を示す。援助輸入額にはガリオア・エロア援助ばか
りでなくララ物資やケア物資も含むものと考えるべきである。

　　　　又、援助の輸入額の合計は （,（（（ となっているが、実際には
（,（（0 である。
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総
額
に
占
め
る
援
助
輸
入
額
─
─
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
ば
か
り
で
な
く
ラ
ラ
・
ケ
ア
物
資
な
ど
も
含
む
─
─
は
一
九
四
七
年
を
ピ
ー

ク
に
低
減
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
援
助
輸
入
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
い
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
援
助
以
外
の
輸
入
そ
の
も
の
が
増
加
し
て

い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

A 
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
を
中
心
と
し
た
援
助
輸
入
と
、
B 
こ
れ
ら
以
外
の
一
般
輸
入
に
は
そ
れ
ぞ
れ
日
米
間
で
政
治
課
題
と
な
る
二

つ
の
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。
A 

援
助
輸
入
に
関
し
て
は
、
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
が
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
占
領
期
日
本
へ
の

贈
与
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
貸
与
だ
っ
た
の
か
を
巡
る
議
論
が
日
米
間
で
発
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
物

資
は
日
本
国
内
の
市
場
で
売
却
さ
れ
、
そ
の
代
金
は
一
九
四
六
年
一
一
月
に
設
置
さ
れ
た
「
貿
易
資
金
特
別
会
計
」
に
繰
り
入
れ
ら
れ

た
。
し
か
し
実
際
に
は
複
数
レ
ー
ト
制
の
下
で
一
九
四
八
年
度
末
ま
で
輸
入
品
売
却
代
金
は
低
く
設
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
特
別

会
計
内
で
は
品
目
ご
と
に
区
分
経
理
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
輸
出
を
促
進
す
る
た
め
の
輸
出
補
給
金
（
輸
出
補
助
金
）
に
も
使
わ
れ
、
結

果
的
に
は
輸
出
入
補
給
金
と
し
て
消
費
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
が
返
済
す
る
必
要
の
な
い
贈
与
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
は
一
九
四
八
年
一
月
に
な
っ
て
突
如
、
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
を
ア
メ
リ
カ
に

よ
る
贈
与
（=

無
償
）
と
理
解
し
て
い
た
日
本
に
返
済
を
迫
っ
て
き
た
。
プ
レ
・
ガ
リ
オ
ア
を
含
め
た
ガ
リ
オ
ア
援
助
と
エ
ロ
ア
援
助
は
、

一
九
四
五
年
後
半
か
ら
五
一
年
前
半
ま
で
の
期
間
に
合
計
で
約
一
八
億
六
〇
〇
〇
万
ド
ル
に
上
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
求
に
対
し
て

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
後
の
一
九
五
四
年
五
月
に
な
っ
て
や
っ
と
日
米
間
で
交
渉
が
開
始
さ
れ
、
六
一
年
六
月
に
一
八
億
六
〇
〇
〇
万

ド
ル
の
う
ち
四
億
九
〇
〇
〇
万
ド
ル
分
を
返
済
期
間
一
五
年
、
年
利
二
・
五
％
で
返
済
す
る
返
済
協
定
に
調
印
し
た
。
一
九
六
二
年
協
定

が
発
効
し
返
済
が
開
始
さ
れ
た
、
日
本
は
返
済
期
限
よ
り
三
年
早
く
完
済
し
た）（（
（

。
返
済
金
の
大
部
分
は
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
低
開
発
地

域
援
助
で
あ
る
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
計
画
な
ど
に
利
用
さ
れ
、
一
部
は
日
米
教
育
文
化
交
流
協
定
計
画
に
充
て
ら
れ
た
。
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返
済
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
一
九
四
九
年
三
月
に
打
ち
出
さ
れ
た
「
経
済
安
定
九
原
則
」
を
内
容
と
す
る
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
（
後
述
）

は
、
均
衡
予
算
を
実
現
し
て
日
本
の
予
算
を
健
全
化
す
る
た
め
に
輸
出
入
補
給
金
を
廃
止
し
「
見
返
資
金
（
会
計
）」
を
新
た
に
設
定
す
る

こ
と
を
日
本
政
府
に
要
求
し
た
。
こ
う
し
て
ア
メ
リ
カ
の
対
日
援
助
（
物
資
の
市
中
販
売
代
金
）
は
区
分
処
理
さ
れ
て
、
こ
の
資
金
（
会
計
）

に
繰
り
入
れ
ら
れ
、
こ
こ
に
蓄
積
さ
れ
た
資
金
の
使
途
の
監
視
と
（
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
見
れ
ば
）
債
権
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
の
資
金
の

保
全
が
行
わ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
確
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
確
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
援
助
物
資
の
品
目
、
そ
の
数

量
、
さ
ら
に
市
中
売
却
金
の
使
途
に
関
し
て
も
ア
メ
リ
カ
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
見
返
資
金
」
で
あ
る
。
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
の
「
圧
力
」
の
下
で
一
ド
ル=

三
六
〇
円
の
単
一
為
替
レ
ー

ト
が
確
定
し
た
一
九
四
九
年
四
月
二
五
日
直
後
、
こ
れ
も
同
じ
「
圧
力
」
で
四
月
三
〇
日
に
成
立
し
た
「
米
国
対
日
援
助
見
返
資
金
特
別

会
計
法
」）

（（
（

に
基
づ
く
会
計
で
あ
る
の
で
、
一
般
的
に
は
「
見
返
資
金
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
全
一
六
条
か
ら
成
る
同
法
で
は
、
米

国
対
日
援
助
の
見
返
の
円
資
金
を
も
っ
て
─
─
英
語
で
見
返
資
金
はcounterpart fund

と
訳
さ
れ
、
本
稿
の
文
脈
で
は
ア
メ
リ
カ
が

対
日
供
与
し
た
物
資
（
ア
メ
リ
カ
で
は
ド
ル
表
示
さ
れ
て
い
た
）
へ
の
見
返
り
と
し
て
日
本
円
で
勘
定
を
設
定
す
る
─
─
米
国
対
日
援
助
見
返

資
金
を
設
置
し
、
そ
の
歳
入
歳
出
を
一
般
会
計
と
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
を
明
記
し
（
第
一
条
）、
①
通
貨
と
財
政
の
安
定
、
②
輸
出
の

促
進
、
③
経
済
の
安
定
、
を
目
的
と
し
て
、
①
国
債
に
運
用
す
る
、
②
国
債
の
償
還
費
用
に
使
う
、
③
公
私
企
業
の
資
金
と
し
て
貸
与
す

る
、
こ
と
を
見
返
資
金
の
用
途
と
し
て
規
定
し
て
い
た
（
第
四
条
）。
こ
の
よ
う
に
使
途
を
制
限
さ
れ
て
い
た
見
返
資
金
は
、
対
日
援
助
と

同
額
の
円
資
金
を
日
本
銀
行
に
政
府
名
義
の
特
別
の
預
金
勘
定
（
＝「
米
国
対
日
援
助
見
返
資
金
特
別
会
計
」）
を
設
け
、
他
の
預
金
勘
定
と
区

分
し
て
経
理
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
（
第
一
三
条
）。
こ
の
特
別
会
計
は
対
日
援
助
打
ち
切
り
に
伴
い
一
九
五
三
年
七
月
に
廃

止
さ
れ
、
そ
の
後
は
産
業
投
資
特
別
会
計
に
引
き
継
が
れ
た
。



三
三
〇

見
返
資
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
援
助
（
へ
の
見
返
り
の
円
）
は
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
（
へ
の
見
返
り
の
円
）
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
以
外
に
も
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
か
ら
放
出
さ
れ
る
廃
品
・
ス
ク
ラ
ッ
プ
な
ど
の
米
軍
払
下
げ
物
資
（
Ｑ
Ｍ
物
資=

Q
uarterm

aster 

Goods
）
と
重
要
産
業
労
務
者
用
報
奨
物
資
（
Ｓ
Ｉ
Ｍ
物
資=Surplus Incentive M

aterials

：
食
料
・
衣
料
・
医
薬
品
・
雑
品
な
ど
）
へ
の
見
返

り
の
円
が
こ
の
勘
定
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
。

B 「
一
般
」
輸
入
に
関
し
て
は
、
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
な
ど
の
援
助
輸
入
に
よ
る
日
本
国
内
で
の
売
上
代
金
が
「
貿
易
資
金
特
別
会
計
」

に
蓄
積
さ
れ
、
こ
の
会
計
か
ら
輸
出
補
給
金
（「
隠
れ
た
補
助
金
」）
が
支
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
際
に
は
輸
入
と
輸
出
の
間
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
、
す
な
わ
ち
入
超
に
よ
る
大
幅
赤
字
が
表
面
に
は
出
て
こ
ず
隠
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
お
り
、
財
政
を
歪
め
る
結
果
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
若
干
長
く
な
る
が
拙
稿
「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
と
円
・
ド
ル
為
替
問
題
」）

（（
（

を
引
用
し
て
説
明
し
た
い
。

占
領
初
期
の
対
外
貿
易
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
管
理
貿
易
と
し
て
始
ま
り
、
日
本
側
で
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
統
制
の
下
、
貿
易
庁
（
商
工
省
の
外
局
：

一
九
四
五
年
一
二
月
一
五
日
〜
四
九
年
五
月
二
五
日
存
続
）
と
、
や
が
て
設
立
さ
れ
た
そ
の
管
轄
下
の
貿
易
公
団
（
四
七
年
五
月
二
二
日
〜
五
一
年

一
月
三
一
日
）
が
実
務
を
行
っ
た
。
占
領
初
期
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
「
疫
病
と
不
安
を
防
止
す
る
た
め
に
行
う
輸
入
と
、
こ
の
輸
入
代
金
を
賄
う

た
め
に
行
う
輸
出
」
以
外
は
認
め
な
か
っ
た
。

一
九
四
七
年
八
月
一
五
日
に
制
限
付
貿
易
が
再
開
さ
れ
る
以
前
は
、
輸
出
は
日
本
政
府
（
貿
易
庁
）→
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
（
輸
出
入
課
）→
ア
メ

リ
カ
の
貿
易
商
社
→
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
海
外
代
理
会
社
（
四
七
年
末
よ
り
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
貿
易
事
務
所
に
移
管
）、
輸
入
は
ア
メ
リ
カ
陸
軍
主
計
事
務
所

（Q
uarterm

aster, the U
S A

rm
y

）→
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
輸
出
入
課
）→
日
本
政
府
（
貿
易
庁
）
と
い
う
流
れ
で
行
わ
れ
、
民
間
貿
易
業

者
は
下
請
的
役
割
し
か
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た）（（
（

。

輸
出
入
手
続
き
は
す
べ
て
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
と
貿
易
庁
の
間
で
行
わ
れ
、
貿
易
庁
は
日
本
か
ら
の
輸
出
を
代
行
す
る
と
と
も
に
輸
入
品
を
国
内



三
三
一

国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助
（
滝
田
）

で
売
却
す
る
業
務
を
行
い
、
輸
出
品
の
買
い
上
げ
と
輸
入
品
の
売
却
は
「
貿
易
資
金
特
別
会
計
（
円
建
て
）」
で
処
理
さ
れ
た
。
海
外
─
─

実
際
に
は
大
部
分
が
ア
メ
リ
カ
─
─
に
お
け
る
日
本
製
品
の
売
却
、
支
払
、
受
取
は
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
決
定
し
た
為
替
レ
ー
ト
に
よ
り
Ｓ
Ｃ
Ａ

Ｐ
勘
定
ド
ル
建
て
で
処
理
さ
れ
た）（（
（

。
貿
易
庁
が
輸
出
品
代
金
を
受
け
取
る
場
合
、
代
金
は
貿
易
庁
か
ら
こ
の
特
別
会
計
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
名
義
の

口
座
に
入
金
し
、
輸
入
品
の
買
い
付
け
代
金
は
こ
の
口
座
か
ら
支
払
わ
れ
商
品
は
貿
易
庁
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
膨
大
な
生
活
必
需
品
を
輸

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
特
別
会
計
は
大
幅
な
赤
字
を
累
積
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
輸
出
品
に
も
輸
入
品
に
も
「
貿
易

資
金
特
別
会
計
」
か
ら
補
給
金
（「
隠
れ
た
補
助
金
」）
が
支
出
さ
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
複
数
為
替
レ
ー
ト
に
な
っ
て
い
た
た
め
大

幅
赤
字
は
表
面
に
は
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
輸
出
入
補
給
金
の
原
資
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
物
資
の
払
下
げ
代
金
が
充
当
さ
れ
た
が
、

対
外
貿
易
の
拡
大
に
つ
れ
て
特
別
会
計
の
累
積
赤
字
は
拡
大
を
続
け
、
日
本
銀
行
か
ら
の
借
入
金
が
増
大
し
て
い
っ
た
た
め
、
輸
入
超
過

に
よ
り
起
こ
す
は
ず
の
通
貨
収
縮
（
デ
フ
レ
）
に
よ
り
物
価
が
持
続
的
に
下
落
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
全
く
逆
に
イ
ン
フ
レ
が
昂
進
し

て
い
く
現
象
が
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
る）（（
（

。
輸
出
入
と
も
対
外
決
済
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
ド
ル
建
て
で
行
わ
れ
、
日
本
側
で
は
「
貿
易
資
金

特
別
会
計
」
を
通
し
た
円
建
決
済
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
た
め
、
輸
出
入
品
と
も
に
国
内
売
買
価
格
と
貿
易
相
手

国
に
お
け
る
売
買
価
格
の
間
に
は
何
ら
関
連
性
が
な
い
と
い
う
あ
る
意
味
異
常
な
経
済
で
あ
っ
た）（（
（

。

す
な
わ
ち
、
輸
出
品
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
ド
ル
建
て
で
輸
出
価
格
を
決
め
た
が
、
こ
の
場
合
の
ド
ル
価
格
は
海
外
価
格
を
参
考
に
設
定
さ
れ
、

国
内
生
産
価
格
と
こ
の
海
外
価
格
と
の
比
率
が
結
果
的
に
輸
出
の
際
の
円
・
ド
ル
交
換
比
率
と
な
っ
た
。
輸
入
品
は
、
そ
れ
と
同
じ
商
品

の
国
内
統
制
価
格
と
そ
の
商
品
が
海
外
で
売
ら
れ
て
い
る
ド
ル
価
格
と
の
比
率
が
輸
入
の
際
の
円
・
ド
ル
交
換
比
率
と
な
っ
た
。
Ｓ
Ｃ
Ａ

Ｐ
／
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
行
っ
た
価
格
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
出
品
は
、
ア
メ
リ
カ
で
販

売
さ
れ
る
価
格
が
ま
ず
決
定
さ
れ
る
。
次
に
輸
出
品
を
運
搬
す
る
ア
メ
リ
カ
船
舶
の
運
賃
、
ア
メ
リ
カ
の
海
上
保
険
料
、
ア
メ
リ
カ
貿
易



三
三
二

業
者
の
利
潤
、
そ
の
他
諸
経
費
を
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
販
売
価
格
か
ら
差
し
引
い
た
価
格
で
日
本
か
ら
買
い
上
げ
る
。
日
本
へ
の
輸

入
品
の
価
格
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
市
場
価
格
に
船
舶
の
運
賃
、
海
上
保
険
、
業
者
の
利
潤
、
そ
の
他
諸
経
費
を
加
算
し
た
価
格
で
引
き
渡

さ
れ
た
（
傍
線
部
、
筆
者
）
（（
（

）。

輸
入
は
食
料
・
燃
料
・
原
材
料
な
ど
日
常
生
活
や
生
産
に
不
可
欠
な
物
資
が
主
体
で
あ
っ
た
の
で
低
価
格
に
抑
え
る
必
要
が
あ
り
、
輸

入
し
や
す
い
円
高
の
交
換
比
率
と
な
り
、輸
出
は
こ
れ
を
促
進
し
や
す
く
円
安
の
交
換
比
率
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
交
換
比
率
の
平
均
は
、

一
九
四
七
年
一
〇
月
に
は
輸
出
一
ド
ル=

一
四
〇
円
、
輸
入
一
ド
ル
六
〇
円
、
四
八
年
八
月
に
は
輸
出
一
ド
ル
＝
二
六
八
円
、
輸
入
一

ド
ル
＝
一
一
五
円
、
四
九
年
二
月
に
は
輸
出
一
ド
ル
＝
三
三
一
円
、
輸
入
一
ド
ル=

一
三
〇
円
と
な
っ
て
い
っ
た
（
傍
線
部
、
筆
者）

（（
（

）。
こ

れ
ら
の
交
換
比
率
は
あ
く
ま
で
も
平
均
で
あ
り
、
実
際
に
は
極
め
て
複
雑
な
複
数
為
替
レ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
輸
出
に
関
し
て
は
、

一
ド
ル
に
対
す
る
円
の
価
値
は
、
綿
糸
二
五
〇
円
、
自
転
車
五
一
〇
円
、
自
転
車
タ
イ
ヤ
五
七
〇
円
、
石
炭
三
二
〇
円
、
一
方
、
輸
入
に

関
し
て
は
、
一
ド
ル
に
対
す
る
円
の
価
値
は
、
鉄
鉱
石
一
二
五
円
、
銑
鉄
六
七
円
、
Ｂ
重
油
二
八
四
円
、
小
麦
一
六
五
円
で
あ
っ
た）（（
（

。

一
九
四
七
年
八
月
一
五
日
に
制
限
付
民
間
貿
易
が
再
開
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
為
替
相
場
に
関
す
る
議
論
が
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
上

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
陸
軍
省
へ
の
要
請
を
受
け
て
陸
軍
省
、
国
務
省
、
財
務
省
が
検
討
し
た
結
果
四
八
年
七
月
六
日
に
は
一
ド
ル=

二
七
〇

円
と
し
た
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
こ
の
こ
と
も
一
般
商
業
用
レ
ー
ト
を
設
定
す
る
議
論
を
刺
激
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以

降
、
複
数
為
替
レ
ー
ト
を
単
一
為
替
レ
ー
ト
に
収
斂
さ
せ
る
た
め
に
東
京
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
／
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
日
本
政
府
）
と
ワ
シ
ン
ト
ン
（
財
務
省
、

国
務
省
、
陸
軍
省
、
Ｎ
Ａ
Ｃ）

（（
（

な
ど
）
の
間
で
激
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
商
業
用
複
数
為
替
レ
ー
ト
の
た
め
に
、「
貿
易
資
金
特

別
会
計
」に
は
赤
字
が
累
積
し
た
ば
か
り
か
、貿
易
業
務
が
極
め
て
煩
雑
に
な
り
、日
本
経
済
の
再
生
・
自
立
を
阻
害
し
て
い
た
。
軍
用
レ
ー

ト
問
題
と
ヤ
ン
グ
報
告
を
契
機
に
、
単
一
為
替
レ
ー
ト
問
題
を
早
急
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
の
流
れ
が
ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
生
ま
れ
た
。



三
三
三

国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助
（
滝
田
）

ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
ス
ト
ラ
イ
ク
調
査
団
、
ド
レ
ー
パ
ー
調
査
団
、
ヤ
ン
グ
調
査
団
そ
し
て
最
終
的
に
は
ド
ッ
ジ
調
査
団
を
日
本
に
派

遣
し
、
陸
軍
省
や
Ｎ
Ａ
Ｃ
に
提
出
し
た
報
告
書
を
検
討
し
つ
つ
、
激
変
し
つ
つ
あ
る
国
際
状
況
を
睨
み
な
が
ら
円
・
ド
ル
為
替
問
題
ば
か

り
で
な
く
賠
償
問
題
や
日
本
経
済
の
在
り
方
を
含
む
占
領
政
策
そ
の
も
の
を
転
換
さ
せ
て
い
っ
た
。

「
…
…
一
ド
ル=

三
〇
〇
円
前
後
が
適
当
と
考
え
る
が
、
為
替
相
場
決
定
ま
で
の
間
に
生
ず
る
日
本
の
経
済
情
勢
の
変
化
を
考
慮
し
て
、

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
に
対
し
、
適
切
な
時
期
に
、
一
ド
ル
二
七
〇
円
か
ら
三
三
〇
円
の
間
で
単
一
為
替
相
場
を
決
定
す
る
権
限
を
与
え
る
べ
き
で
あ

る
」
と
い
う
ヤ
ン
グ
報
告
と
ド
レ
ー
パ
ー
報
告
に
基
づ
く
「
経
済
安
定
九
原
則
」
Ｎ
Ｓ
Ｃ
指
令
に
よ
り
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
／
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
経
済
科

学
局
（ESS

）
に
為
替
レ
ー
ト
特
別
委
員
会
を
設
け
、
単
一
レ
ー
ト
問
題
の
検
討
に
入
っ
た
。
同
委
員
会
は
翌
四
九
年
一
月
一
一
日
に
は

マ
ー
カ
ッ
ト
局
長
宛
て
に
一
ド
ル
＝
三
三
〇
円
案
（
コ
ー
エ
ン
案
）
を
提
出
し
た
。
浅
井
良
夫
氏
に
よ
れ
ば
三
三
〇
円
レ
ー
ト
は
輸
出
の

八
三
％
が
成
り
立
つ
よ
う
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
賃
金
統
制
が
十
分
に
機
能
し
な
か
っ
た
場
合
の
若
干
の
賃
金
上
昇
を
織
り
込
ん
で

「
ク
ッ
シ
ョ
ン
」
を
設
け
た
結
果
、
三
三
〇
円
レ
ー
ト
に
な
っ
た
と
説
明
し
て
い
る）（（
（

。
な
ぜ
八
三
％
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
日
米
購
買

力
平
価
の
検
討
と
と
も
に
、
一
九
四
九
年
二
月
段
階
の
輸
出
平
均
レ
ー
ト
が
一
ド
ル
＝
三
三
〇
円
で
あ
っ
た
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

一
九
四
八
年
一
二
月
一
〇
日
に
Ｎ
Ｓ
Ｃ
（N

ational Security Council  

国
家
安
全
保
障
会
議
：
一
九
四
七
年
七
月
二
六
日
の
国
家
安
全
保
障
法

に
よ
り
設
立
、
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
陸
海
空
三
省
調
整
委
員
会
に
と
っ
て
代
わ
る
）
が
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
／
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
「
経
済
安
定
九
原
則
」
を
指
令
し
た
際
、

Ｎ
Ａ
Ｃ
は
こ
の
「
九
原
則
」
に
沿
っ
て
日
本
経
済
の
改
革
を
進
め
う
る
人
物
を
派
遣
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
適

任
者
を
派
遣
す
る
よ
う
ワ
シ
ン
ト
ン
に
要
請
し
た
た
め
、
ド
レ
ー
パ
ー
は
か
ね
て
か
ら
目
を
付
け
て
い
た
デ
ト
ロ
イ
ト
銀
行
頭
取
ジ
ョ
セ

フ
・
ド
ッ
ジ
を
強
く
推
薦
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
そ
の
翌
日
の
一
二
月
一
一
日
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
自
ら
ド
ッ
ジ
に
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
財
政
顧
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問
と
し
て
「
九
原
則
」
を
日
本
政
府
に
実
行
さ
せ
る
べ
く
説
得
に

あ
た
っ
た
。
一
九
四
九
年
二
月
一
日
ロ
イ
ヤ
ル
陸
軍
長
官
に
伴
わ

れ
て
ド
ッ
ジ
調
査
団）（（
（

が
来
日
し
た
。
こ
の
中
に
は
か
つ
て
ヤ
ン
グ

調
査
団
を
率
い
た
Ｆ
Ｒ
Ｂ
統
計
局
の
ラ
ル
フ
・
Ａ
・
ヤ
ン
グ
も
い

た
。
来
日
し
た
ド
ッ
ジ
の
最
大
の
関
心
事
は
「
九
原
則
」
第
一
項

目
の
均
衡
予
算
の
達
成
で
あ
り
、
一
九
四
九
年
度
予
算
編
成
で
こ

れ
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
均
衡
予
算
を
実
現
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
円
・
ド
ル
為
替
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
国
内
経
済
に
大
き
な
打
撃
は
与
え
ず
に
国
内
物
価
を
国

際
物
価
に
リ
ン
ク
さ
せ
る
た
め
に
円
・
ド
ル
為
替
問
題
を
処
理
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
各
種
の
補
助
金
に
支
え

ら
れ
な
が
ら
価
格
統
制
が
行
わ
れ
て
い
る
経
済
を
不
自
然
と
捉
え
、

市
場
を
媒
介
し
て
価
格
が
決
定
さ
れ
る
資
本
主
義
本
来
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
円
・
ド
ル
単
一
為
替
を
目
指
し
た
の

で
あ
る）（（
（

。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
を
主
導
す
る
ア
メ
リ
カ
が
日

本
経
済
を
世
界
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
に
接
合
さ
せ
る
た
め
に
は
、

価
格
調
整
補
助
金
や
輸
出
入
補
給
金
（「
隠
れ
た
補
助
金
」）
を
廃
止

表 5　占領期アメリカの対日派遣調査団

調査団 時　期 調査団報告の骨子

（．ポーレー対日賠償調査団 （（（（ 年 （（ 月
日本の産業施設を撤去して東アジア諸国に再
配分し、地域としてバランスのとれた経済成
長を促した

（．エドワーズ財閥調査団 （（（（ 年 （ 〜 （ 月 日本の財閥解体方針を再確認した

（．第 （ 次ストライク調査団 （（（（ 年 （ 〜 （ 月 賠償計画の見直しと日本経済の復興を打ち出
す

（．第 （ 次ストライク調査団 （（（（ 年 （ 月〜
　（（ 年 （ 月

賠償計画の規模の大幅な縮小と日本の工業国
としての再建を目指す

（．ドレーパー調査団 （（（（ 年 （ 〜 （ 月
第 （・（ 次ストライク調査団の主張をさらに進
めて賠償規模を更に縮小し、日本の復興・自
立支援のために対日支援を強化すべきと提案

（．ヤング調査団（円・外国
為替政策調査団） （（（（ 年 （ 〜 （ 月 「隠れた補助金」問題の解決、円・ドル単一為

替レートの設定

（．ドッジ調査団 （（（（ 年 （ 〜 （ 月 均衡予算の実現、円・ドル為替レート問題の
決着、「見返資金」の設定

注：筆者作成
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す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
も
あ
る
「
見
返
資
金
」
設
置
問
題
に
直
結
す
る
。
ガ
リ
オ
ア
援
助
で

日
本
に
提
供
さ
れ
た
商
品
は
日
本
国
内
で
転
売
さ
れ
、
そ
の
売
上
代
金
が
政
府
に
よ
り
独
立
の
勘
定
と
し
て
計
上
さ
れ
る
「
見
返
資
金
」

と
な
っ
た
が
、
こ
の
資
金
の
利
用
に
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の
承
認
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
独
立
の
勘
定
と
し
て
扱
わ
れ
た
た
め
、
こ
の
資
金

は
被
援
助
国
で
あ
る
日
本
に
と
っ
て
は
債
務
と
し
て
の
性
格
を
与
え
ら
れ
た
。
日
本
政
府
は
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
に
従
い
一
九
四
九
年
四
月

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
／
Ｇ
Ｈ
Ｑ
指
令
に
よ
り
、
既
述
し
た
よ
う
に
対
日
援
助
と
同
額
の
円
資
金
を
日
本
銀
行
に
政
府
名
義
の
米
国
対
日
援
助
見
返
資

金
特
別
会
計
に
貯
蓄
し
て
い
っ
た
。

お
わ
り
に
─
─
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
と
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助

第
二
次
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
（
に
基
づ
く
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
）
を
、
日
本
に
対
し
て

は
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
を
行
っ
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
二
つ
地
域
・
国
に
対
す
る
援
助
に
は
ア
メ
リ
カ
の
異
な
る
政
策
意
図
と
、
両

者
に
底
通
す
る
政
策
意
図
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。

⑴　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン）（（
（

の
根
拠
法
で
あ
る
一
九
四
八
年
対
外
援
助
法
第
一
編
の
一
九
四
八
年
経
済
協
力
法
は
、
そ
の
目
的
を
「
自

由
な
制
度
を
存
続
さ
せ
る
た
め
…
…
ア
メ
リ
カ
の
国
力
と
安
定
の
維
持
に
合
致
す
る
経
済
的
・
財
政
的
…
措
置
に
よ
り
世
界
平
和
及
び
ア

メ
リ
カ
の
一
般
的
福
祉
、
国
益
な
ら
び
に
外
交
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
」）

（（
（

と
か
な
り
抽
象
的
な
表
現
を
使
っ
て
い
た
が
、
ト
ル
ー
マ
ン
政

権
の
本
音
は
よ
り
具
体
的
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
経
済
的
崩
壊
が
共
産
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
更

指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
当
初
、
ソ
連
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
あ
る
い
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
含
む
東
欧
諸
国
も
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
の
対
象
と
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し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
ソ
連
が
参
加
を
拒
否
し
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
も
参
加
拒
否
を
強
要
し
た
た
め
、
マ
ー
シ
ャ
ル
援

助
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
み
を
対
象
と
す
る
援
助
と
な
り
、
一
九
四
七
年
三
月
一
七
日
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
ワ
ン
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
ま
ず
は
地
理
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
西
「
地
域
」
を
分
割
す
る
象
徴
と
な
り
、
さ
ら
に
地
球
的
規
模
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
東
西

「
陣
営
」
を
確
定
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
は
、
実
質
的
に
は
ア
メ
リ
カ
が
単
独
占
領
政
策
を
行
っ
て
い
た
日
本
に
対
す
る
占
領
政
策

を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
極
東
委
員
会
（
ワ
シ
ン
ト
Ｄ
Ｃ
）・
対
日
理
事
会
（
東
京
）
が
存
在
し
、
連
合

国
全
体
の
影
響
を
受
け
る
形
式
的
前
提
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
、
陸
軍
省
そ
し
て
Ｎ
Ａ
Ｃ
の
指
示
の
下
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
／
Ｇ

Ｈ
Ｑ
が
、
ま
ず
は
飢
餓
や
疾
病
の
拡
大
を
阻
止
す
る
こ
と
を
最
優
先
に
行
っ
た
援
助
政
策
で
あ
り
、
こ
の
事
実
が
米
ソ
冷
戦
の
引
き
金
に

な
っ
た
事
実
は
な
い
。
む
し
ろ
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
象
徴
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
政
策
が
米
ソ
間
の
相

互
不
信
を
深
化
・
拡
大
さ
せ
、
米
ソ
冷
戦
状
況
が
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
対
日
援
助
政
策
を
強
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑵　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
は
西
欧
・
北
欧
・
南
欧
諸
国
ば
か
り
で
な
く
ト
ル
コ
ま
で
含
む
一
六
ヵ
国
・
地
域
を
対
象
と
す
る
広
域
を

カ
バ
ー
す
る
援
助
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
米
ソ
冷
戦
の
発
生
の
引
き
金
と
な
っ
た
と
と
も
に
、
逆
に
冷
戦
の
激
化
が
こ
の
広
範
囲
に
わ
た

る
経
済
的
防
衛
を
強
化
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
は
、
当
初
は
独
（
西
独
）・
墺
や
朝
鮮
半
島
を
対

象
と
し
て
い
た
が
、
西
独
と
朝
鮮
半
島
は
一
九
五
一
会
計
年
度
か
ら
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
を
管
掌
す
る
Ｅ
Ｃ
Ａ
か
ら
援
助
を
供
与
さ

れ
、
実
質
的
に
は
日
本
（
・
琉
球
）
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
に
変
化
し
た
。
そ
れ
は
一
九
五
一
年
四
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会

議
で
は
対
日
全
面
講
和
で
は
な
く
対
日
片
面
講
和
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
、
講
和
後=

日
本
の
「
独
立
」
後
も
ア
メ
リ
カ
の
「
単
独
占
領
」

が
継
続
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
理
解
で
き
る
。
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⑶　

マ
ー
シ
ャ
ル
援

助
の
八
〇
％
は
商
品
援

助
と
い
う
形
態
の
直
接

贈
与
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
贈
与
は
ア
メ
リ
カ
経

済
を
循
環
さ
せ
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
内
包
し
て

い
た
。
一
九
四
八
年

対
外
援
助
法
第
一
篇
第

一
一
二
条
「
国
内
経
済

の
保
護
」
で
は
、「
合

衆
国
資
源
の
枯
渇
及
び

合
衆
国
経
済
に
対
す
る

影
響
を
最
小
限
に
し

…
…
合
衆
国
に
お
い
て

物
資
調
達
の
措
置
を
と

る
」
こ
と
を
規
定
し
て

表 6　マーシャル・プラン（マーシャル援助）とガリオア・エロア援助

マーシャル援助（MP） ガリオア・エロア援助

根拠法 （（（（ 年対外援助法第 （ 篇 （（（（ 年経済協力法 なし
予算枠 財務省・対外経済協力信託（管理権 ; 財務長官）

← （（（（ 年経済協力法　第 （（（ 節 ⒡ 項
陸軍省予算（エロア援助は （（（（ 会計年
度からガリオア援助に吸収される）

対象地域 （（ ヵ国（英仏伊墺、ノルウェー、スウェーデン
デンマーク、アイスランド、アイルランド、ベ
ルギー、オランダ、ルクセンブルク、スイス、
ギリシア、トルコ、ポルトガル）

日本、西独、墺、朝鮮半島→西独と朝
鮮半島は （（（（ 会計年度から MP を管
掌するＥＣＡから援助を供給される

援助期間 （（（（ 年 （ 月 （ 日〜 （（ 年 （ 月 （0 日 ガリオア：（（（（ 年 （ 月 （ 日〜 （（ 年 （
月 （0 日
←人道的支援が中心
エロア：（（（（ 年 （ 月 （ 日〜 （（ 年 （ 月
（0 日
←経済復興援助に重点を置く

プレ援助 ①ＵＮＲＲＡ援助（（（（（ 年 （（ 月〜 （（ 年末：
国際的支援 = 贈与）→米国負担、（0％強（（（
億ドル）

②ポストＵＮＲＲＡ（（（（（ 年 （ 月〜米国単独）
③ （（（（ 年対外援助法（「中間援助」（ 億 （ 千万

ドル：（（（（ 年 （（ 月 （（ 日〜 （（ 年 （ 月）←直
近の経済危機対策（仏伊墺＋中華民国）

プレ・ガリオア : （（（（ 年 （ 月〜 （（ 年 （
月 （ 日
←直近の経済危機対策（人道支援）

援助の質 飢餓・疾病に対応する緊急経済援助→経済復
興用の原材料・機械類などへ

飢餓・疾病に対応する緊急経済援助→
経済復興用の原材料・機械類などへ

援助総額 約 （（0 億ドル 約 （（ 億 （ 千万ドル→ （（（（ 年 （（ 月設置
の「貿易資金特別会計」へ日本円で繰
り入れ

管掌組織 ＥＣＡ（経済協力局→大統領直属）＋執行に当
たってはＮＡＣ（注 （（）と協議する← （（（（ 年
経済協力法第 （0（ 条・第 （（（ 条

陸軍省＋ＮＡＣ（ＳＣＡＰがＮＡＣの
指示に従わない場合、ガリオア・エロ
ア援助支出に同意しないと警告）

見返資金 （（（（ 対外援助法・第 （ 篇：経済協力法第 （（（
節「双務的および多角的協定」⒝ 項─（ に基づ
き特別勘定として預金する。

（（（（ 年 （ 月米国は日本に、また （ 月に
西独に見返資金（勘定）の設置を求め
た→日独に取り債務となる

次の援助 相互安全保障法（ＭＳＡ）に基づくＭＳＡ援助
←軍事色が強い

ＭＳＡ援助

注：筆者作成
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い
た
。
商
品
援
助
の
七
〇
％
が
ア
メ
リ
カ
国
内
で
調
達
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
援
助
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
産
の
品
目
は
ア
メ
リ
カ
経
済
に

影
響
を
与
え
な
い
品
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
過
剰
生
産
さ
れ
た
品
目
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
納
税
者

の
税
金
で
対
外
的
贈
与
を
行
う
品
目
の
多
く
が
贈
与
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
大
部
分
が
国
内
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
還
流
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
は
、
日
本
側
は
贈
与
と
想
定
し
て
い
た
が
ア
メ
リ
カ
側
は
有
償
援
助

と
理
解
し
て
後
に
返
済
を
求
め
て
き
た
。

⑷　

し
か
し
当
初
は
贈
与
と
理
解
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
も
、
日
本
と
同
様
に
一
九
四
八
年
対
外
援
助
法
の
規
定
に
基
づ
き
ア
メ

リ
カ
か
ら
見
返
資
金
の
設
定
を
要
求
さ
れ
た
。
見
返
資
金
は
、
①
生
産
的
な
投
資
か
、
②
政
府
債
務
償
還
（=

国
債
償
還
）
に
使
途
が
限
定

さ
れ
て
お
り
、
非
生
産
的
用
途
や
財
政
赤
字
の
補
塡
に
使
用
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
見
返
資
金
の
大
半
を
生
産
目
的
に
向
け
た

の
は
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
西
ド
イ
ツ
で
、
日
本
も
三
分
の
一
を
債
務
償
還
に
充
て
た
も
の
の
半
分
以
上
は
生
産
に
向
け
た
が
、
イ
ギ

リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
は
債
務
償
還
に
充
て
る
か
未
使
用
の
ま
ま
残
し
て
お
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
見
返
資
金
の
ほ
と
ん
ど
全
額
を
債
務
償
還
に

充
て
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
国
内
政
策
へ
の
介
入
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
対
日
援
助
と
同
額
の
円
資
金
を
日

本
銀
行
に
政
府
名
義
の
特
別
の
預
金
勘
定
（
＝
「
米
国
対
日
援
助
見
返
資
金
特
別
会
計
」）
を
設
け
て
い
た
日
本
は
、
対
日
援
助
打
ち
切
り
に

伴
い
こ
の
特
別
会
計
を
一
九
五
三
年
七
月
に
廃
止
し
、
そ
の
資
金
は
産
業
復
興
の
た
め
の
産
業
投
資
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
た
。

マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
と
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
は
、
表
6
に
示
す
よ
う
に
規
模
も
管
掌
機
関
も
異
な
る
が
、
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、

一
方
で
米
ソ
冷
戦
初
期
の
経
済
的
緊
急
対
応
と
い
う
性
格
を
有
し
つ
つ
、
他
方
で
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
利
益
を
確
保
し
た
壮
大
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
同
時
に
、
見
返
資
金
を
債
務
償
還
に
充
て
た
イ
ギ
リ
ス
は
別
と
し
て
、
日
本
を
含
め
た
被
援

助
国
は
産
業
復
興
の
た
め
の
設
備
投
資
に
見
返
資
金
を
投
入
し
て
経
済
復
興
を
果
た
し
、
ア
メ
リ
カ
と
の
経
済
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
て
い



三
三
九

国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助
（
滝
田
）

く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
米
ソ
冷
戦
を
戦
う
た
め
に
ア
メ
リ
カ
が
供
与
し
た
軍
事
・
経
済
援
助
に
よ
る
「
ド
ル
の
散

布
」
の
負
の
効
果
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
「
西
側
諸
国
」
と
の
経
済
戦
争
の
結
果
と
し
て
一
九
七
一
年
八
月
の
金
・
ド
ル
交
換
停
止
に
つ

な
が
っ
た
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
（
）
連
合
国
は
金
銭
賠
償
方
式
か
ら
実
物
賠
償
方
式
に
転
換
し
た
が
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」（
一
九
四
五
年
七
月
二
六
日
）
や
「
降
伏
後
に
お
け
る
米

国
の
初
期
対
日
方
針
」（
四
五
年
九
月
二
〇
日
）
な
ど
連
合
国
や
ア
メ
リ
カ
政
府
が
発
し
た
様
々
な
宣
言
や
文
書
で
は
日
本
が
連
合
国
諸
国
に
与
え

た
損
害
へ
の
公
平
な
賠
償
お
よ
び
日
本
の
潜
在
的
戦
争
遂
行
能
力
の
破
壊
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
①
軍
需
生
産
に
結
び
つ
く

工
場
や
機
械
類
の
撤
去
ま
た
は
破
壊
、
②
日
本
の
平
和
経
済
を
最
低
限
維
持
す
る
以
外
の
要
素
の
撤
去
を
要
求
し
つ
つ
も
、
③
連
合
国
の
占
領
費

用
や
連
合
国
が
決
定
し
た
日
本
の
生
存
に
必
要
な
輸
入
品
を
購
入
す
る
た
め
の
物
資
は
除
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
四
五
年
一
一
月
来
日
し
た
ポ
ー
レ
ー
賠
償
調
査
団
は
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
中
間
賠
償
を
主
張
し
た
。
工
場
内
の
機
械
・
設
備
を
撤

去
し
て
こ
れ
を
賠
償
に
充
て
る
賠
償
方
式
で
あ
る
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
（
工
場
解
体
）
は
、
日
本
と
連
合
国
と
の
講
和
条
約
に
基
づ
く
最
終
的
な
賠

償
で
は
な
い
一
時
的
な
賠
償
と
い
う
意
味
で
「
中
間
賠
償
」
と
称
さ
れ
た
。
こ
れ
は
上
記
①
に
対
応
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
在
外
資
産
に

よ
る
賠
償
は
、
日
本
政
府
や
企
業
・
個
人
が
海
外
に
所
有
し
て
い
た
資
産
を
当
該
国
に
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
る
賠
償
で
あ
り
、「
中
間
賠
償
」
と
と

も
に
金
銭
賠
償
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。

し
か
し
ス
ト
ラ
イ
ク
対
日
賠
償
調
査
団
が
一
九
四
七
年
二
月
陸
軍
省
に
提
出
し
た
報
告
書
は
「
過
酷
な
賠
償
は
日
本
の
自
立
を
不
可
能
に
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
世
界
の
生
産
を
阻
害
し
、
ア
メ
リ
カ
の
負
担
を
拡
大
す
る
」
と
主
張
し
賠
償
見
直
し
を
提
案
し
た
。
一
九
四
九
年
五
月
一
二
日

の
極
東
委
員
会
で
ア
メ
リ
カ
代
表
は
中
間
賠
償
の
中
止
を
発
表
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
特
に
中
華
民
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
批
判
し
た
が
、
ア
メ
リ

カ
政
府
は
態
度
を
変
更
し
な
か
っ
た
。
一
九
五
一
年
九
月
八
日
に
署
名
（
発
効
：
五
二
年
四
月
二
八
日
）
さ
れ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約

で
は
、
そ
れ
ま
で
実
行
さ
れ
て
き
た
中
間
賠
償
を
踏
ま
え
て
講
和
後
の
賠
償
は
「
役
務
賠
償
」
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
大
蔵
省
財
政
史

室
編
『
昭
和
財
政
史
』）

（
（
）
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
こ
れ
以
外
に
も
米
軍
余
剰
物
資
払
下
げ
資
金
や
綿
花
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
さ
ら
に
講
和
後
に
は
相
互
安
全
保
障
法
（
Ｍ
Ｓ
Ａ
）
と

余
剰
農
産
物
処
理
法
（PL（（0

）
に
基
づ
く
援
助
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
世
界
銀
行
か
ら
の
借
款
も
数
多
く
供
与
さ
れ
戦
後
日
本
の
経
済
復
興
に
決



三
四
〇

定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

（
（
）
二
至
村
菁
『
日
本
人
の
命
を
守
っ
た
男
─
─
Ｇ
Ｈ
Ｑ
サ
ム
ス
准
将
の
闘
い
』
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
、
七
二
〜
八
七
頁

（
（
）
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｒ
Ａ
は
大
戦
中
の
一
九
四
三
年
一
一
月
九
日
に
設
立
さ
れ
最
終
的
に
は
五
二
ヵ
国
が
参
加
し
た
が
、
拠
出
金
の
七
〇
％
は
ア
メ
リ
カ
が

負
担
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
主
導
の
組
織
で
あ
っ
た
。
被
援
助
国
は
提
供
さ
れ
た
援
助
物
資
を
国
内
で
販
売
し
、
利
益
は
Ｕ

Ｎ
Ｒ
Ｒ
Ａ
の
了
解
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
救
済
・
復
興
に
使
う
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、
援
助
物
資
の
横
領
が
頻
発
し
た
た
め
、

一
九
四
七
年
に
は
終
了
し
た
。

（
（
）
多
々
良
紀
夫
『
救
援
物
資
は
太
平
洋
を
越
え
て
─
─
戦
後
日
本
と
ラ
ラ
の
活
動
』
保
健
福
祉
広
報
協
会
、
一
九
九
九
年
三
月

（
（
）
二
至
村
、
前
掲
書
。
奥
須
磨
子
「
ラ
ラ
物
資
の
は
な
し
」
和
光
大
学
総
合
文
化
研
究
所
年
報
『
東
西
南
北
』
二
〇
〇
七
年
。
岩
崎
美
智
子
「「
ラ

ラ
」
の
記
憶
」
東
京
家
政
大
学
博
物
館
紀
要　

第
一
四
集
、
二
〇
〇
九
年

（
（
）
多
々
良
前
掲
書
、
及
び
杉
村
宰
「
日
米
間
の
隠
れ
た
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
」http://jm

gm
.org/sugim

ura/chapter_（_（.htm
l

（
（
）
岩
崎
、
前
掲
論
文
、
二
六
頁
。
原
出
は
厚
生
省
児
童
局
『
児
童
福
祉
事
業
の
現
況
（
昭
和
二
七
年
五
月
）』
一
九
五
二
年
、
九
五
頁
。

（
（
）
杉
村
、
前
掲
論
文

（
（0
） 

厚
生
省
の
一
九
四
六
年
一
一
月
か
ら
五
二
年
三
月
ま
で
の
受
領
物
資
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
食
料（
ミ
ル
ク
類
、穀
類
、缶
詰
類
、油
類
、

乾
果
物
類
、
シ
ロ
ッ
プ
類
、
そ
の
他
）
一
二
一
四
五
ト
ン
、
衣
類
（
洋
服
類
、
下
着
類
、
寝
具
毛
布
類
、
そ
の
他
）
二
九
三
〇
ト
ン
、
医
薬
品
（
ビ

タ
ミ
ン
類
、
ズ
ル
ノ
オ
ン
剤
、
救
急
薬
、
医
療
器
具
類
、
そ
の
他
）
六
三
ト
ン
、
原
皮
（
純
毛
、
綿
製
品
、
そ
の
他
）、
綿
二
二
二
ト
ン
、
靴
（
男

女
児
用
靴
、
ス
リ
ッ
パ
、
そ
の
他
）
三
二
五
ト
ン
、
石
鹸
（
浴
用
、
洗
濯
用
、
薬
用
、
そ
の
他
）
一
七
九
ト
ン
、
そ
の
他
（
玩
具
、
文
房
具
、
帽
子
、

ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
、革
製
品
、そ
の
他
）
一
八
六
ト
ン
、山
羊
二
〇
三
六
頭
、乳
牛
四
五
頭
（
岩
崎
、前
掲
論
文
、二
四
頁
。
原
出
は
厚
生
省
児
童
局
『
児

童
福
祉
事
業
の
現
況
（
昭
和
二
七
年
五
月
）』
一
九
五
二
年
、
四
七
〜
四
八
頁
。

（
（（
）
国
際
協
力
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
（
ケ
ア
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ジ
ャ
パ
ン
）
サ
イ
トhttp://w

w
w

.careintjp.org/w
hoiscare/0（.htm

l

（
（（
）
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｒ
Ａ
は
、
連
合
国
戦
後
必
需
物
資
調
達
委
員
会
（Interallied Postw

ar Requirem
ents Com

m
ittee

）
を
改
組
し
て
一
九
四
一
年

に
設
立
さ
れ
た
委
員
会
を
母
体
に
、
一
九
四
三
年
一
一
月
に
三
一
ヵ
国
の
連
合
国
（
後
、
四
六
ヵ
国
）
が
参
加
し
、「
解
放
地
域
（Liberated 
A

rea

）」
の
住
民
救
済
を
目
的
と
す
る
国
際
機
関
と
し
て
発
足
し
た
。
ソ
連
が
参
加
す
る
こ
と
に
警
戒
感
を
示
し
て
抵
抗
し
た
議
会
の
反
対
を
乗

り
越
え
て
、
時
の
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
は
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｒ
Ａ
参
加
と
総
額
三
七
億
ド
ル
の
拠
出
金
の
う
ち
七
〇
％
以
上
に
あ
た
る
二
七
億
ド
ル
の



三
四
一

国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助
（
滝
田
）

拠
出
を
承
認
さ
せ
た
。
一
九
四
五
年
秋
か
ら
四
六
年
に
か
け
、
ソ
連
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
、
中
華
民
国
に
人
道
支
援
（
贈
与
）
と
し
て
食

料
、
衣
料
、
医
薬
品
の
他
、
農
工
業
振
興
の
た
め
の
肥
料
、
種
子
、
家
畜
、
燃
料
や
ト
ラ
ッ
ク
、
機
械
類
な
ど
を
援
助
し
た
。
そ
の
中
に
は
大
戦

中
、
ア
メ
リ
カ
で
余
剰
と
な
っ
て
い
た
羊
毛
や
綿
花
も
含
ま
れ
て
い
た
。
救
済
物
資
の
配
布
に
加
え
て
、
戦
争
に
よ
り
発
生
し
た
大
量
の
難
民
を

定
住
化
さ
せ
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
進
め
た
が
、
一
九
四
七
年
六
月
末
に
は
拠
出
金
を
使
い
切
っ
た
た
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
活
動
を
停
止
し
た
。

そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
単
独
で
三
・
五
億
ド
ル
の
ポ
ス
ト
・
ア
ン
ラ
計
画
（
一
九
四
七
年
五
月
三
一
日
議
会
可
決
）
を
追
加
し
た
。
そ
の
活
動
は

U
N

ICEF 
、FA

O

、 U
N

H
CR

な
ど
に
継
承
さ
れ
た
。（
①
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
─
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
─
（
ア
メ
リ
カ
の
対
日

占
領
政
策
）』
第
三
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
六
年
、
二
七
一
頁
、
②
板
垣
興
一
編
、
佐
藤
和
男
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
対
外
援
助
政
策
』
日
本

経
済
新
聞
社
、
一
九
六
〇
年
、
六
〇
〜
六
一
頁
。
な
お
本
書
は
、U

.S. A
id 

（Legislative Reference Service, Library of Congress, T
he 

U
nited States,（（（（

）
とT

he R
ole of Foreign A

id in the D
evelopm

ent of O
ther Countries 

（U
niversity of Chicago, （（（（

）
の
二

冊
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。）

（
（（
）U

N
ICEF

（U
nited N

ations Children’s Fund

：
国
連
児
童
基
金
）
は
、
当
初
、
国
際
連
合
国
際
児
童
緊
急
基
金
（U

nited N
ations 

International Children’s Em
ergency Fund=U

N
ICEF

）
と
称
し
国
連
総
会
の
補
助
機
関
と
し
て
一
九
四
六
年
一
二
月
に
設
立
さ
れ
た
。
本

部
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
。
初
期
に
は
戦
争
に
よ
る
飢
餓
や
疾
病
に
苦
し
む
幼
児
童
や
少
年
・
少
女
の
救
済
を
目
的
に
し
て
い
た
が
、
緊
急
人
道
支
援

の
必
要
性
が
低
下
す
る
に
つ
れ
て
活
動
範
囲
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

（
（（
）
厚
生
省
児
童
局
『
給
食
指
導
要
領
一
九
五
一
』
及
び
岩
崎
、
前
掲
論
文
二
四
〜
二
五
頁
。

（
（（
）
『
日
本
近
代
総
合
年
表
（
第
二
版
）』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年

（
（（
）
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
─
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
─
第
一
三
巻
：
金
融
（
二
）・
企
業
財
務
・
見
返
り
資
金
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一

九
八
三
年
、
九
一
九
頁

（
（（
）
法
律
第
四
〇
号
（
官
報
号
外
三
四
）「
米
国
対
日
援
助
見
返
資
金
特
別
会
計
法
」（
昭
和
二
四
年
四
月
三
〇
日
）『
法
令
全
書
』
二
八
〜
二
九
頁
、

昭
和
二
四
年
三
月
号
、
大
蔵
省
印
刷
局

（
（（
）
拙
稿
「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
と
円
・
ド
ル
為
替
問
題
」『
名
古
屋
大
学
・
法
政
論
集
』
第
二
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
一
二
月

（
（（
）
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
─
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
─
第
三
巻
：
ア
メ
リ
カ
の
対
日
占
領
政
策
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
六
年
、

二
八
三
頁



三
四
二

（
（0
）
同
書
、
二
八
四
頁

（
（（
）
浅
井
良
夫
「
三
六
〇
円
レ
ー
ト
の
謎
」『
成
城
・
経
済
研
究
』
第
一
九
二
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
六
頁

（
（（
）
奥
和
義
「
戦
時
・
戦
後
復
興
期
の
日
本
貿
易
─
一
九
三
七
年
〜
一
九
五
五
年
」『
関
西
大
学
商
学
論
集
』
第
五
六
巻
第
三
号
、
二
〇
一
一
年
一

二
月
、
二
七
〜
二
九
頁
。
立
脇
和
夫
「
占
領
期
日
本
の
対
外
経
済
関
係
と
外
国
為
替
銀
行
（
上
）」『
早
稲
田
商
学
』
第
三
七
一
号
、
一
九
九
六
年 

一
二
月
、
二
四
〜
二
六
頁
。
加
野
忠
「
一
ド
ル
三
六
〇
円
相
場
決
定
の
政
治
経
済
学
」『
横
浜
商
科
大
学
紀
要
』
八
号
、
二
〇
〇
二
年
、
一
〜
二

頁
。

（
（（
）
奥
和
義
、
前
掲
論
文
、
二
九
頁

（
（（
）
加
野
忠
、
前
掲
論
文
、
一
〜
二
頁

（
（（
）
奥
和
義
、
前
掲
論
文
、
三
二
頁
、
表
８

（
（（
）
Ｎ
Ａ
Ｃ
（=N

ational A
dvisory Council on International M

onetary and Financial Problem
s

：
国
際
通
貨
・
金
融
に
関
す
る
国
家

諮
問
委
員
会
）
は
、
ア
メ
リ
カ
が
主
導
し
て
設
立
し
た
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
を
議
会
に
承
認
さ
せ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
財

務
長
官
（
委
員
長
）、
国
務
長
官
、
商
務
長
官
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
議
長
、
ワ
シ
ン
ト
ン
輸
出
入
銀
行
総
裁
の
五
人
で
構
成
さ
れ
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
世
界
銀
行
の
政
策
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
見
解
を
ま
と
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
自
身
の
対
外
ロ
ー
ン
問
題
や
対
外
為
替

問
題
の
政
策
決
定
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
現
代
ア
メ
リ
カ
の
対
外
経
済
援
助
の
源
流
と
も
い
う
べ
き
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
や
、
本

稿
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
援
助
を
は
じ
め
と
す
る
対
外
経
済
政
策
す
べ
て
に
関
与
す
る
重
要
な
組
織
と
な
り
、
一
九
四
九
年

四
月
の
一
ド
ル=

三
六
〇
円
単
一
為
替
レ
ー
ト
決
定
に
も
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

Report of the N
ational A

dvisory Council on International M
onetary and Financial Problem

s, M
essage from

 the 
President of the U

nited States, （（
th Congress, （

nd Session, H
ouse of Representatives （D

ocum
ent N

o. （（（

）
の
中
の
ヴ
ィ
ン
ソ
ン

財
務
長
官
か
ら
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
へ
の
報
告
（
一
九
四
六
年
三
月
四
日
）。D

igitized for Fraser, http://fraser.stlouisfed.org/Federal 
Reserve Bank of St.Louis

ま
たForeign A

ssets and Liabilities of the U
nited States and Its Balance of International T

ransaction: A
 R

eport to the Senate 
Com

m
ittee on Finance by the N

ational A
dvisory Council on International M

onetary and Financial Problem
s D

ecem
ber （（, 

（（（（, （0
th Congress, （

st Session 

（U
nited States Printing O

ffi
ce, W

ashington D
C, （（（（

）
は
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
が
総
力
を
挙
げ
て
戦
前
か
ら



三
四
三

国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助
（
滝
田
）

戦
後
直
後
期
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
対
外
経
済
関
係
を
ま
と
め
た
文
書
で
あ
り
、
こ
の
文
書
が
そ
の
後
の
政
策
の
基
礎
デ
ー
タ
と
な
っ
た
と
み
て
い

い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
は
一
九
六
五
年
の
再
編
計
画
に
よ
り
廃
止
さ
れ
、
そ
の
機
能
は
大
統
領
に
移
管
さ
れ
た
が
、
そ
の
直
後
の
一
九
六
五
年
七
月
二

八
日
の
大
統
領
行
政
命
令
（Executive O

rder

）
一
一
二
三
八
号
に
よ
り
暫
定
的
な
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
も
束
の
間
、
翌
六
六
年
二

月
一
四
日
大
統
領
行
政
命
令
に
よ
り
「
国
際
通
貨
・
金
融
政
策
に
関
す
る
国
家
諮
問
委
員
会
（N

ational A
dvisory Council on International 

M
onetary and Financial Policies

）」
と
し
て
復
活
し
た
。

（
（（
）
浅
井
良
夫
「
三
六
〇
円
レ
ー
ト
の
謎
」『
成
城
・
経
済
研
究
』
第
一
九
二
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
一
三
頁

（
（（
）
調
査
団
は
、
デ
ト
ロ
イ
ト
銀
行
頭
取
で
、
当
時
ア
メ
リ
カ
銀
行
協
会
会
長
で
あ
っ
た
ド
ッ
ジ
を
団
長
と
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｗ
・
デ
ィ
ー
ル
（
財

務
省
）、
オ
ー
ヴ
ィ
ー
ル
・
Ｊ
・
マ
ク
デ
ィ
ア
ー
ミ
ド
（
国
務
省
）、
ラ
ル
フ
・
レ
イ
ド
（
国
防
総
省
）、
ポ
ー
ル
・
オ
ア
リ
ー
（
コ
ー
ネ
ル
大
学
）、

オ
ー
ド
リ
ー
・
ス
テ
フ
ァ
ン
〈
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
学
〉、
ラ
ル
フ
・
Ａ
・
ヤ
ン
グ
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
統
計
局
次
長
）
の
七
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

（
（（
）
同
書
、
一
七
頁
。
三
和
良
一
「
経
済
政
策
史
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
─
─
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
─
─
」『
青
学
経
済
論
集
』
（（
（
（
）、
二
〇
〇
四

年
三
月
、
二
三
〜
二
五
頁

（
（0
）
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
は
一
九
四
七
年
三
月
一
二
日
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
呼
応
す
る
形
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
国
務
長
官
が
六
月
五
日

に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
行
っ
た
演
説
に
起
源
を
持
つ
。
一
九
四
八
年
四
月
二
日
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
の
根
拠
法
で
あ
る
一
九
四
八
年
対
外
援

助
法
が
成
立
し
た
翌
日
の
四
月
三
日
か
ら
一
九
五
二
年
六
月
三
〇
日
（
五
一
年
一
二
月
ま
で
と
す
る
説
も
あ
る
）
ま
で
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に

対
し
て
総
額
約
一
三
〇
億
ド
ル
の
援
助
が
行
わ
れ
た
。

（
（（
）
島
田
巽
「
資
料
四
：
一
九
四
八
年
対
外
援
助
法　

全
文
」『
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
：
米
国
の
対
外
援
助
政
策
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
九
年
。

【
関
連
年
表
】

　
一
九
四
四
年　

七
月
二
二
日　
　

ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
定
調
印
（
→
Ｉ
Ｍ
Ｆ
／
世
界
銀
行
）

　　
　
　
　
　
　

八
月
二
一
日
〜
一
〇
月
七
日　
　

ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
会
議

　
一
九
四
五
年　

四
月
二
五
日
〜
六
月
二
六
日　
　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
五
〇
ヵ
国
（
後
五
一
ヵ
国
）、
国
連
憲
章
へ
署
名
（
発
効
一
〇
月
二
四
日
）

　　
　
　
　
　
　

五
月　

七
日　
　

ド
イ
ツ
降
伏



三
四
四

　　
　
　
　
　
　

七
月
三
一
日　
　

ア
メ
リ
カ
議
会
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
定
法
案
可
決

　　
　
　
　
　
　

八
月
一
四
日　
　

日
本
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
→
①
日
本
が
Ｕ
Ｎ
に
与
え
た
損
害
に
賠
償
、
②
日
本
の
潜
在
的
戦
争
能
力
を
破
壊

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

← 

対
ド
イ
ツ
賠
償
三
原
則

　　
　
　
　
　
　

九
月　

二
日　
　

日
本
、
降
伏
文
書
に
署
名　

　　
　
　
　
　
　

九
月
初
旬　
　
　

ア
メ
リ
カ
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
設
置

　　
　
　
　
　
　

九
月
二
二
日　
　

Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
１
５
０
─

４
文
書
「
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
の
初
期
対
日
方
針
」

　　
　
　
　
　

一
一
月　

三
日　
　
「
日
本
占
領
・
管
理
の
た
め
の
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
に
対
す
る
降
伏
後
に
お
け
る
初
期
対
日
基
本
指
令
」

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｊ
Ｃ
Ｓ
─

１
３
８
０
／
１
５
）

　　
　
　
　
　

一
一
月
一
三
日　
　

 

ポ
ー
レ
ー
（Edw

in W
. Pauley

）
調
査
団
（
対
日
賠
償
調
査
団
）
来
日 

→
一
二
月
七
日
「
中
間
賠
償
計
画
案
」

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→
一
九
四
六
年
三
月　

極
東
委
員
会
に
付
託
→
一
九
四
六
年
六
月
二
七
日
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に「
対
日
賠
償
方
針
」

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

報
告
書
を
提
出 

→
一
九
四
六
年
一
一
月
「
ポ
ー
レ
ー
総
括
報
告
」
公
表 

← 

米
政
府
内
の
極
東
委
員
会
専
門
家
と 

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
が
批
判 

→ 

改
め
て
ス
ト
ラ
イ
ク
調
査
団

　　
　
　
　
　

一
一
月
二
〇
日　
　

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
国
際
軍
事
裁
判
（
〜
四
六
年
一
〇
月
一
日
）

　　
　
　
　
　

一
二
月　

六
日　
　

米
英
金
融
協
定
調
印

　　
　
　
　
　

一
二
月
二
七
日　
　

ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
定
、
発
効

　
一
九
四
六
年　

一
月
〜
三
月　
　

 

エ
ド
ワ
ー
ズ
財
閥
調
査
団
（Corw

in Edw
ards

ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ
ン
大
学
教
授
を
団
長
と
し
陸
軍
省
・
国
務
省

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
派
遣
）→ 

四
六
年
三
月　

国
務
・
陸
軍
省
に
報
告
書
を
提
出

　　
　
　
　
　
　

三
月　

五
日　
　

チ
ャ
ー
チ
ル
、
フ
ル
ト
ン
演
説

　　
　
　
　
　
　

五
月　

三
日　
　

極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）（
〜
四
八
年
一
一
月
一
二
日
）

　　
　
　
　
　
　

五
月　

四
日
〜
七
月
一
五
日　
　

ポ
ー
レ
ー
調
査
団　

日
・
韓
・
中
国
東
北
部
を
調
査

　　
　
　
　
　
　

七
月　

一
日　
　

陸
軍
省
予
算
に
よ
る
ガ
リ
オ
ア
援
助
開
始
（
〜
一
九
五
一
会
計
年
度
）

　　
　
　
　
　
　

七
月　
　
　
　
　

Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
調
査
団
報
告
を
検
討
開
始 
← 

一
九
七
五
年
七
月
ま
で
機
密
文
書

　
一
九
四
七
年　

一
月
二
八
日　
　

 

第
一
次
ス
ト
ラ
イ
ク
（Clifford S. Strike

）
調
査
団
（
対
日
賠
償
特
別
委
員
会
）（
陸
軍
省
派
遣
）
来
日 



三
四
五

国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助
（
滝
田
）

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→ 

二
月
一
八
日　
　

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
報
告
書
：
①
賠
償
見
直
し
、
②
緩
和

　　
　
　
　
　
　

二
月
初
旬　
　
　

ポ
ー
レ
ー
辞
任

　　
　
　
　
　
　

三
月　

一
日　
　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
業
務
開
始

　　
　
　
　
　
　

三
月
一
二
日　
　

ト
ル
ー
マ
ン
ド
ク
ト
リ
ン

　　
　
　
　
　
　

四
月
二
九
日　
　

Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
３
０
２
─

２
修
正
文
書
（「
日
本
の
過
度
な
経
済
力
集
中
に
関
す
る
米
国
の
政
策
に
つ
い
て
」）
を

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
第
五
六
回
会
議
、
承
認 

→
一
九
四
七
年
五
月
一
二
日
極
東
委
員
会
に
提
出

　　
　
　
　
　
　

五
月　

八
日　
　

ア
チ
ソ
ン
国
務
次
官
「
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
演
説
」
→ 

日
本
を
「
ア
ジ
ア
の
工
場
に
」

　　
　
　
　
　
　

五
月
一
二
日　
　

マ
ッ
コ
イ
（Frank R. M
cCoy

）、「
日
本
の
過
度
経
済
力
集
中
に
関
す
る
政
策
」（
Ｆ
Ｅ
Ｃ
─

２
３
０
文
書
）
を
極

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
委
員
会
に
提
出

　　
　
　
　
　
　

五
月
二
二
日　
　

ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
援
助
法
成
立

　　
　
　
　
　
　

六
月　

五
日　
　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
発
表　
　
　

　　
　
　
　
　
　

七
月
二
二
日　
　

陸
軍
省
、
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
─

３
８
０
文
書
（「
日
本
の
経
済
問
題
に
関
す
る
「
ア
メ
リ
カ
」
の
単
独
措
置
」）
を

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
に
提
出　

同
日
、
国
務
省
も
、
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
─

３
８
１
文
書
（「
日
本
経
済
の
復
興
」）
を
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
提
出

　　
　
　
　
　
　

七
月
二
六
日　
　

国
家
安
全
保
障
法
（N

ational Security A
ct of （（（（

）
成
立 

→ 

国
家
安
全
保
障
会
議
（
Ｎ
Ｓ
Ｃ
）、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
、

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
防
総
省
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
な
ど
設
立 

→ 

九
月
一
七
日
施
行 

→ 

九
月
一
八
日　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
稼
働

　　
　
　
　
　
　

七
月
三
一
日　
　

ケ
ナ
ン
の
Ｘ
論
文　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　

九
月
一
八
日
〜
九
月
二
七
日　
　

ロ
イ
ヤ
ル
の
要
請
を
受
け
ド
レ
ー
パ
ー
（W

illiam
 H

. D
rapper

）
訪
日

　　
　
　
　
　
　

八
月　

一
日　
　

 

第
二
次
ス
ト
ラ
イ
ク
調
査
団 

、
陸
軍
省
が
民
間
委
託
で
再
派
遣
（
約
半
年
）

　　
　
　
　
　
　

八
月
一
五
日　
　

制
限
付
民
間
貿
易
再
開

　　
　
　
　
　
　

九
月
一
五
日　
　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
設
置

　　
　
　
　
　

一
〇
月　

五
日　
　

コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
（
〜
一
九
五
六
年
）
設
立

　　
　
　
　
　

一
〇
月
三
〇
日　
　

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
調
印



三
四
六

　　
　
　
　
　

一
二
月
一
七
日　
　

米
、
一
九
四
七
年
対
外
援
助
法
成
立
→
中
間
援
助

　　
　
　
　
　

一
二
月
一
八
日　
　

過
度
経
済
集
中
力
排
除
法
（
片
山
内
閣
。
一
九
五
五
年
［
Ｓ
３
０
］
七
月
二
五
日
廃
止
）

　
一
九
四
八
年　

一
月　

一
日　
　

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
発
効　
　
　

　　
　
　
　
　
　

一
月　

六
日　
　

ロ
イ
ヤ
ル
陸
軍
長
官
「
日
本
の
非
軍
事
化
と
経
済
自
立
」　　

　　
　
　
　
　
　

一
月
二
一
日　
　

マ
ッ
コ
イ
、
極
東
委
員
会
で
「
日
本
の
自
立
」

　　
　
　
　
　
　

二
月
二
六
日　
　

第
二
次
ス
ト
ラ
イ
ク
報
告
書
「
米
国
に
対
す
る
日
本
産
業
賠
償
調
査
報
告
」
の
一
部
公
表 

→ 

三
月
九
日
全
文
公
表

　　
　
　
　
　
　

三
月　

一
日　
　

ケ
ナ
ン
国
務
省
政
策
企
画
部
長
来
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
説
得

　　
　
　
　
　
　

三
月　

二
日　
　

ト
ル
ー
マ
ン
政
権
、
Ｆ
Ｅ
Ｃ
─

２
３
０　

不
支
持
表
明

　　
　
　
　
　
　

三
月
一
二
日　
　

陸
軍
省 

→ 

Ｇ
Ｈ
Ｑ
「
ア
メ
リ
カ
政
府
は
Ｆ
Ｅ
Ｃ
─

３
２
０
を
支
持
し
な
い
」

　　
　
　
　
　
　

三
月
二
〇
日　
　

 
ド
レ
ー
パ
ー
調
査
団
（
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
経
済
調
査
団
）（
元
Ｎ
Ｙ
ケ
ミ
カ
ル
バ
ン
ク
会
長
ジ
ョ
ン
ス
ト
ンPerry H

. 

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Johnston

も
同
行
）
来
日
（
〜
四
月
）
→ 

五
月
一
九
日　

ド
レ
ー
パ
ー
報
告
書　

①
賠
償
縮
小
、
②
経
済
復
興
優
先

　　
　
　
　
　
　

四
月　

二
日　
　

米
、
一
九
四
八
年
対
外
援
助
法

　　
　
　
　
　
　

四
月　

三
日　
　

マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
、
開
始
（
〜
一
九
五
一
年
一
二
月
）

　　
　
　
　
　
　

四
月　

六
日　
　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
実
施
機
関
と
し
て
の
「
経
済
協
力
局
＝
Ｅ
Ａ
Ｃ
」
設
置

　　
　
　
　
　
　

四
月
一
六
日　
　

欧
州
一
六
カ
国　

受
け
入
れ
機
関
と
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｅ
Ｃ
設
置

　　
　
　
　
　
　

五
月
一
八
日　
　
（
ド
レ
ー
パ
ー
・
）
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
書
「
対
日
経
済
復
興
四
カ
年
計
画
」
陸
軍
省
へ 

← 

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ン
に
相
当
す
る
べ
き 

→ 

ド
ッ
ジ
調
査
団
、
派
遣
へ

　　
　
　
　
　
　

五
月
二
二
日　
　

 

ヤ
ン
グ
使
節
団  

→ 

六
月
一
二
日　

報
告
書　
　
　

　　
　
　
　
　
　

六
月
二
四
日　
　

ソ
連
、
ベ
ル
リ
ン
封
鎖 

→ 

ベ
ル
リ
ン
危
機
（
〜
一
九
四
九
年
五
月
一
二
日
）

　　
　
　
　
　
　

七
月
一
五
日　
　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
経
済
科
学
局
長
、
経
済
安
定
本
部
へ
非
公
式
覚
書
「
経
済
安
定
一
〇
原
則
」
→ 

七
月
二
〇
日　

日
本
政
府
、

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
覚
書
を
発
表

　　
　
　
　
　
　

七
月　
　
　
　
　

米
・
西
独
、「
見
返
資
金
」
に
関
す
る
協
定

　　
　
　
　
　
　

七
月　

一
日
〜　

エ
ロ
ア
資
金
（
陸
軍
省
予
算
）
→ 

日
本
、
琉
球
、
韓
国
へ
適
用



三
四
七

国
際
社
会
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
期
対
日
経
済
援
助
（
滝
田
）

　　
　
　
　
　
　

九
月
一
一
日　
　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
集
中
排
除
審
査
委
員
会
、「
集
中
排
除
法
実
施
四
原
則
」
提
示 

← 

適
用
、
大
幅
緩
和

　　
　
　
　
　

一
〇
月　

七
日　
　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
１
３
─

２
「
米
国
の
対
日
政
策
に
関
す
る
勧
告
」
→
一
〇
月
九
日　

ト
ル
ー
マ
ン
、
承
認

　　
　
　
　
　

一
一
月　

二
日　
　

ト
ル
ー
マ
ン
、
再
選　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　

一
一
月
一
二
日　
　

東
京
裁
判　

Ａ
級
戦
犯
二
五
人

　　
　
　
　
　

一
二
月　
　
　
　
　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
指
令
「
経
済
安
定
化
計
画
と
日
本
の
世
界
市
場
へ
の
統
合
を
保
証
す
る
単
一
の
円
・
ド
ル
為
替
レ
ー
ト
を
」

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→ 

ド
ッ
ジ
の
任
務

　　
　
　
　
　

一
二
月　

九
日　
　

米
政
府
、
Ｆ
Ｅ
Ｃ
─

２
３
０
号
（
過
度
経
済
力
集
中
排
除
計
画
）
撤
回 

→ 

マ
ッ
コ
イ
、
Ｆ
Ｅ
Ｃ
─

３
２
０
撤
回
表
明

　　
　
　
　
　

一
二
月
一
〇
日　
　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
「
経
済
安
定
九
原
則
」
伝
達
→
一
二
月
一
九
日　

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
／
Ｇ
Ｈ
Ｑ
こ
れ
を
吉
田
首
相
に
実

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
を
指
示

　
一
九
四
九
年　

一
月　
　
　
　
　

コ
メ
コ
ン
設
立

　　
　
　
　
　
　

一
月　

五
日　
　

ト
ル
ー
マ
ン
、
ポ
イ
ン
ト
フ
ォ
ー
計
画
発
表

　　
　
　
　
　
　

二
月　

一
日　
　

 

ド
ッ
ジ
（Joseph D

odge

）
調
査
団  

、
来
日

　　
　
　
　
　
　

三
月　

七
日　
　

ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
「
経
済
安
定
九
原
則
実
施
に
つ
い
て
の
声
明
」

　　
　
　
　
　
　

四
月　

四
日　
　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
設
立

　　
　
　
　
　
　

四
月
二
五
日　
　

零
時　

＄
１=

／
￥
３
６
０  

単
一
為
替
レ
ー
ト
、
実
施

　　
　
　
　
　
　

四
月
三
〇
日　
　

米
国
対
日
援
助
見
返
資
金
特
別
会
計
法
、
成
立 

→ 

一
九
五
三
年
七
月
ま
で
存
続

　　
　
　
　
　
　

五
月
一
二
日　
　

極
東
委
員
会
ア
メ
リ
カ
代
表
の
マ
ッ
コ
イ
の
声
明
「
賠
償
取
立
て
中
止
」

　　
　
　
　
　
　

八
月
二
六
日　
　

シ
ャ
ウ
プ
（Carl S. Shoup

）
勧
告　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　

九
月
一
八
日　
　

西
欧
各
国
、
通
貨
の
価
格
調
整
（
ポ
ン
ド
は
三
〇
・
五
％
の
切
り
下
げ
）

　　
　
　
　
　
　

九
月
二
三
日　
　

ト
ル
ー
マ
ン
、
ソ
連
の
原
爆
実
験
発
表
（
← 
実
験
そ
の
も
の
は
八
月
二
九
日
）

　　
　
　
　
　

一
〇
月　

一
日　
　

中
華
人
民
共
和
国
成
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　

一
一
月　
　
　
　
　

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
設
立 

→ 

五
〇
年
一
月
稼
働　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　

一
二
月　

一
日　
　

外
為
法
（
→ 

貿
易
と
為
替
に
つ
い
て
管
理
権
を
日
本
に
移
管
）



三
四
八

　
一
九
五
〇
年　

一
月
一
二
日　
　

ア
チ
ソ
ン
演
説
「
ア
チ
ソ
ン
・
ラ
イ
ン
＝
不
後
退
防
衛
線
」

　　
　
　
　
　
　

二
月
一
四
日　
　

中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約

　　
　
　
　
　
　

六
月
二
五
日　
　

朝
鮮
戦
争
、
勃
発

　
一
九
五
一
年　

八
月　
　
　
　
　

米
比
相
互
防
衛
条
約

　　
　
　
　
　
　

九
月　
　
　
　
　

Ａ
Ｎ
Ｚ
Ｕ
Ｓ
条
約

　　
　
　
　
　
　

九
月　

八
日　
　

対
日
講
和
条
約
署
名
（ 

→
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日　

発
効 

→ 

占
領
終
了
）、
日
米
安
保
条
約
調
印

　　
　
　
　
　

一
〇
月
一
〇
日　
　

相
互
安
全
保
障
法
Ｍ
Ｓ
Ａ
成
立 

→ 

一
〇
月
三
一
日
相
互
安
全
保
障
庁
（
長
官
：
Ａ
・
ハ
リ
マ
ン
）
→ 

Ｅ
Ａ
Ｃ
廃
止
、

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
庁
が
業
務
を
引
き
継
ぐ 

→ 

同
日　

Ｍ
Ｓ
Ａ
本
部
設
立

　
一
九
五
二
年　

八
月
一
三
日　
　

日
本
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
世
界
銀
行
に
加
盟　

チ
ン
コ
ム
設
立
（
〜
一
九
五
七
年
）

　
一
九
五
三
年
一
〇
月　
　
　
　
　

米
韓
相
互
防
衛
条
約

　
一
九
五
四
年　

九
月　
　
　
　
　

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
成
立

　　
　
　
　
　

一
二
月　
　
　
　
　

米
台
相
互
防
衛
条
約

　
一
九
五
五
年　

五
月　
　
　
　
　

ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
成
立

　　
　
　
　
　
　

九
月
一
〇
日　
　

日
本
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
加
盟　
　

　　
　
　
　
　

一
〇
月
一
九
日　
　

日
ソ
国
交
回
復
宣
言
調
印

　　
　
　
　
　

一
二
月
一
八
日　
　

国
連
総
会
、
日
本
の
加
盟
承
認

（
本
学
法
学
部
教
授
）


